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基本的な事項 

 

（１） 下市町の概況 

 ア．自然的、歴史的、社会的、経済的諸条件の概要 

 

①自然的条件 

本町は、奈良県のほぼ中心、県の南半分を占める吉野郡の北西部（東端は東経135 度52 分19

秒、西端は東経135 度46 分15 秒、南端は北緯34 度16 分34 秒、北端は北緯34 度23 分02 秒の

間）に位置し、東西約9km、南北約11.5km、面積61.99k ㎡を有している。北は吉野川を境に大淀町、

東側を吉野町、南側を黒滝村、西側を五條市と接している。 

   町域の約8 割を森林が占めており急峻な地形が多い。町北部の吉野川や、中央部の秋野川沿いの

低平地に市街地が形成され、丘陵、山間部や丹生川沿いなどに小さな集落が点在している。 

 

②歴史的条件 

本町の歴史は古く、町内で縄文時代の遺跡も確認されるなどかなり以前から居住してきた様子がう

かがえるが、市街地の概形は、中世以降、吉野地域の玄関口として交易が盛んになり、“市”が開かれ

た頃に形成された。わが国最初の商業手形「下市札」も発行されるなど、地域経済の中枢機能を果た

してきた。 

明治22 年に 11 ケ村が統合され下市村が誕生、そして明治23 年4 月1 日町制施行により下市町

となり、昭和31 年には秋野村、丹生村と合併して現在に至り、令和2 年に町制施行130 周年を迎え

た。 

 

③社会的・経済的条件 

本町は、紀伊半島の県中央部にあって、県都奈良市から 38 ㎞の距離にあり、交通機関を利用し

て近畿圏の都市部まで 1 時間余りとなっている。又、国道309 号は、国道370 号、国道24 号と接続

し、吉野地域と大阪南部、和歌

山を結ぶ要衡となっている。 

南阪奈道路や京奈和自動車

道の開通等、交通アクセス・ネッ

トワークの進展に伴い、関西国

際空港を含む近畿圏50 ㎞の圏

域のアクセスが短縮されることか

ら、近隣町村はもとより、大阪経

済圏の影響を強く受け、経済的

つながりが益々強くなってきて

いる。 
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イ．下市町における過疎の状況 

本町は、町の約8 割が森林であることから林業や農業といった 1 次産業と木工品を主体とした地場

産業により発展してきたが、近年は需要の変化に対応出来ず低迷し、町内での就職先が減少した。そ

の結果、団塊ジュニア世代が就職先を求めて町外へ転出することとなった。周辺都市への通勤条件

の悪さや、商店数の減少による日常用品の買物難、道路整備の遅れなどにより、奈良県下で就職して

も、住居として下市町を選択する住民が減少している。これからの下市町を担う若者が、高等教育機関

への進学を契機とし数多く転出するが、その後就職を機にＵターンすることなく、そのまま町外に出て

しまう傾向にある。 

 

① 人口の動向 

   住民基本台帳によると、自然増減の動向として、令和２年から令和６年の出生数の平均は 9 人、死亡

数の平均は 113.6 人であり、純減数の平均104.6 人となっている。社会増減の動向として、令和２年か

ら令和６年の転入数の平均は 95.6 人、転出者の平均は 168.8 人であり、純減数の平均は 73.2 人とな

っている。65 歳以上の高齢者数は年々増加を続けていたが、平成27 年をピークに減少に転じてお

り、国のまち・ひと・しごと創生長期ビジョンにおける人口減少の段階においては第三段階（若年人口

の減少が一層加速化し、老年人口も減少していく時期）に入っていると考えられる。 

 

② これまでの対策と課題 

本町はこれまで、「過疎地域活性化特別措置法」・「過疎地域自立促進特別措置法」に基づき、過疎

地域としての問題解決のため事業を実施してきた。 

特に道路整備は、住民生活確保、産業振興の観点から積極的に取り組んできたため、道路改良率・

舗装率も改善されている。その他、教育・上下水道・消防等の公共施設の整備や、情報通信基盤確立

のための整備にも取り組んできたところであり、一定の成果が挙がっている。 

近年は、過疎地域自立促進特別事業（ソフト事業）により、地域の生活交通の維持・確保のための対策

等を実施しており、充実が図られているところである。 

しかしながら、非過疎地域との格差は依然存在しており、道路をはじめとした公共施設等の整備や

住民の命と暮らしを守る最低限の医療環境、生活交通の整備が今後一層必要である。 

また、人口減少や少子高齢化に歯止めがかからない中で、集落機能の低下が進んでおり、地域力

が低下している。地域の価値を改めて見直し、地域力の再生に資する施策を行う必要がある。 

 

③ 今後の見通し 

 国立社会保障・人口問題研究所による将来推計人口を基に補正した下市町人口ビジョンの趨勢人口

では、本町の将来人口は今後も減少し続け、2060 年には 1,662 人程度になると推計されており、非過

疎地域とのインフラ整備の格差是正や雇用の場の確保など、人口流出の原因が解消されなければ、

今後も人口減少と高齢化は進行し、さらなる過疎化が予測される。 
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（２）人口及び産業の推移と動向 

本町の人口は、昭和25 年の 15,877 人をピークに年々減少を続けてきた。昭和55 年の 11,460 人に

比べ、令和2 年には 5,037 人で 6,423 人(△56％)減少している。また、年齢階層別に昭和55 年と令和2

年を比較すると、14 歳以下の人口は、△1,803 人(△84.7％)、15～64 歳は△5,250 人(△69.1％)とともに

大きく減少しているのに対し、65 歳以上については、630 人(36.4％)増加している。年齢構成でも、令和

2 年で総人口5,037 人に対して、65 歳以上の高齢者が 2,359 人と 46.8％を占めるに至り、全国(28.8%)及

び県(31.7％)の平均を大きく上回り高齢化が進んでいるとともに、14 歳以下の年少人口は 325 人と 6.5％

となっており、今後も人口減少、少子高齢化は進むと予想される。 

本町の主要産業は、木工品を主体とした地場産業や農業、そして製材加工までも含めた林業である。

林業は、木材需要の落ち込みや輸入品の増大などから、長い間低迷を続けており、林業従事者の減少

や高齢化などから、荒廃する山林も年々増加傾向にある。農業は、西部地域では緩やかな丘陵地等を

活かした柿やぶどう、梅などの果樹を中心に、東部地域においては、水稲、菊やバラ、花木、そ菜類等

が生産されているが、価格の低迷などの影響で若者等の農業離れが進んでいることから、農業者は高

齢化し農家数も減少している。特に、南部の山間地域において農業の継続が困難な農家も増加してきて

おり、耕作放棄地も増加している。町の地場産業である割箸や三方（宝）、神具等の木工品は、家内工業

的に行われてきており伝統的な産業であるがゆえに機械化が遅れている。また、安価な輸入品の増加

などで需要の減少も相まって後継者も育たない状況となっており、事業所も減少を続けている。商業は、

交通面や地形上で不利な立地となっており、日常的な買物も町外で行う人が多いことから、商店数は全

体として減少を続けており、町内での生活必需品の調達も困難になって来ている。 

 

表１－１（１） 人口推移（国勢調査）        

区分 

昭和

55 年 
平成2 年 平成17 年 平成27 年 令和2 年 

実数 実数 増減率 実数 増減率 実数 増減率 実数 増減率 

人 人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％ 

総数 11,460 9,950 △ 13.2 7,737 △ 22.2 5,664 △ 26.8 5,037 △ 11.1 

0 歳～14 歳 2,128 1,519 △ 28.6 888 △ 41.5 387 △ 56.4 325 △ 16.0 

15 歳～

64 歳 
  7,603 6,489 △ 14.7 4,352 △ 32.9 2,904 △ 33.3 2,353 △ 19.0 

  

うち 

15 歳～ 

29 歳(a) 

2,310 2,355 1.9 1,038 △ 55.9 683 △ 34.2 521 △ 23.7 

65 歳以上(b） 1,729 1,942 12.3 2,497 28.6 2,373 △ 5.0 2,359 △ 0.6 

(a)/総数 

若年者比率 
20.2 23.7   13.4   12.1   10.3   

(b)/総数 

高齢者比率 
15.1 19.5   32.3   41.9   46.8   
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表１－１（２）下市町の戦略人口（下市町人口ビジョン） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）行財政の状況 

ア．行政の現況と動向 

地方分権改革（地域主権等）、国庫補助金及び地方交付税の改革など、市町村をとりまく行財政環

境が大きく変貌する中、本町では景気の低迷、人口減少等による税収の減少、地方交付税の減少等

により、自主財源・一般財源の確保が困難な状態が続いている。限られた財源の範囲で、高度化、多

様化しながら増大する行政需要にいかに対応していくかが今後の大きな課題である。 

 

イ．財政の現況と動向 

本町の財政は、表１－２（１）のとおり令和６年度で、実質公債費比率8.5％、将来負担比率▲10％、

地方債現在高は、5,512,076 千円となっている。過疎地域の持続的発展を進める事業を行うには、地

方債に頼らざるを得ない状況であり、過疎化が進行する一方で、住民の要望は多様化し、行政事務も

増大する状況において、財政の硬直化は容易に脱却できない状況である。このような財政を立て直し

ていくため、生活基盤整備、定住促進対策、安全・安心対策等を行いつつ自主財源の確保に努めると

ともに、義務的経費の削減を図りながら質の高い事業を実施し、長期的展望にたった計画的な財政運

営を図って行く必要がある。 
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表１－２（１）市町村財政の現況     

区分 平成22 年度 平成27 年度 令和２年度 令和６年度 

歳入総額 Ａ 4,854,687 4,666,837 5,099,091 4,855,997 

 一般財源 3,075,921 3,302,462 3,261,273 3,461,857 

 国庫支出金 547,493 288,462 1,056,542 480,699 

 都道府県支出金 319,311 193,131 290,345 219,982 

 地方債 564,400 609,300 325,413 529,488 

  うち過疎債 60,100 439,100 167,700 460,200 

 その他 347,562 273,482 165,518 163,971 

歳出総額 Ｂ 4,565,805 4,345,074 4,818,297 4,581,499 

 義務的経費 1,803,291 1,613,200 1,594,544 1,544,861 

 投資的経費 761,731 206,252 359,372 605,686 

  うち普通建設事業 753,649 184,948 222,240 543,753 

 その他 2,000,783 2,525,622 2,864,381 2,430,952 

過疎対策事業費 55,961 445,196 178,881 525,671 

歳入歳出差引額 Ｃ（Ａ－Ｂ） 288,882 321,763 280,794 274,498 

翌年度へ繰越すべき財源 Ｄ 54,914 25,799 19,633 27,264 

実質収支 Ｃ－Ｄ 233,968 295,964 261,161 247,234 

財政力指数 0.23 0.22 0.21 0.20 

公債費負担比率 11.2 20.1 17.8 13.8 

実質公債費比率 16.3 15.9 12.9 8.5 

起債制限比率 － － - - 

経常収支比率 91.7 92.3 87.7 82.4 

将来負担比率 120.2 111.8 13.2 - 

地方債現在高 5,510,739 4,630,384 3,817,917 5,512,076 

 

 

ウ．主要公共施設の現況と動向 

本町の幹線道路網は国道309 号をはじめ、県道6 路線によって形成され、周辺市町村、更には広域

へと連絡する骨格的な役割を担っている。平成28 年度に丹生バイパスが開通し、町内を走る国道につ

いての大きな事業は一応の完成となったが、町中においては狭隘箇所が多く、大型車同士の対向が困

難な箇所があり、観光シーズン等には交通渋滞を生じ、住民生活にも大きな影響を与えている。徐々に

改善傾向にはあるが、今後も継続的に町道と併せて新設・改良が必要となっている。橋梁についても老

朽化した橋梁等が点在することから計画的な整備が必要となっている。 

下水道事業は平成2 年度から事業開始し、平成11 年度からは部分供用が開始され、順次整備を進

めている。計画区域外においては合併浄化槽の設置を進めている。 

上水道事業については、令和７年度から奈良県広域水道企業団へ水道事業を統合し、奈良県広域水

道企業団が施設整備を行っている。 
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表１－２ （２） 主要公共施設等の整備状況    

区分 
平成２ 

年度末 

平成12 

年度末 

平成22 

年度末 

令和２ 

年度末 

市町村道     

   改良率（％） 6.3 12.3 13.3 13.7 

   舗装率（％） 51.3 54.6 54.9 55.2 

 耕地１ha 当たり農道延長（ｍ） 19.5 21.2 23.2 23.5 

 林野１ha 当たり林道延長（ｍ） 8.4 3.6 3.6 3.6 

 水道普及率（％） 86.8 90.9 99.6 99.8 

 水洗化率（％） 18.5 21.4 39.5 72.9 

 人口千人当たり病院、 
－ － － － 

 診療所の病床数（床） 

 

 

（４）地域の持続的発展の基本方針 

これまでの過疎対策で、産業の振興、交通・通信体系の整備、生活環境の整備、福祉の充実、保

健・医療の充実等の諸施策を講じてきたが、道路整備や下水処理整備など住民生活の安全・安心の基

盤となる公共施設の整備水準などについて、全国との差はなお存在している。加えて、少子高齢化、

産業の停滞、地域医療の確保など、過疎地域を取り巻く状況は厳しさを増しており、特に農林業、商工

業といった基幹産業の不振により地域経済は疲弊し、極めて厳しい事態となっている。 

本町では、人口減少に伴い、農林業や商工業の従事者及び経営耕作面積が減少しており、産業構

造の変化は著しい。主たる生業であった農林業等の生活活動を通じて形成されてきた集落機能は、産

業構造の変化に伴い低下し、加えて少子高齢化の進展や若年者層の流出により生産年齢人口の減少

が進み、地域の担い手やリーダーの不足も生じている。これにより、農林業の生産基盤の維持・形成

や、これまで集落を基礎として行われてきた住民の相互扶助、祭り等伝統文化の継承等といった地域

活動の実施が困難となり、さらに人口の減少、経済基盤の衰退、人材育成機能の低下を招くなど悪循

環が生じ、集落及び集落機能の存続を脅かしつつある。 

また、本町には、山・川等のふるさとの自然やそれらを活用する産業、農林産物、様々な歴史、伝統

文化等、多様で豊富な地域資源が存在している。すなわち、都市部にはないものが多くあり、可能性を

秘めた地域であると考えられ、地域の持続的な発展に向けては、道路整備や下水処理整備など生活

の基礎的分野における整備を進めるとともに、都市部では生まれない多様な価値を磨き、光り輝かすこ

とが必要であり、地域資源を活用した産業の活性化の方策を含め、資源の効果的な活用が求められ

る。 

そのため、引き続き生活道路や公共施設などのインフラ整備を進めるとともに、定住･交流人口の維

持・増加や雇用の確保・増大に向け、地域に存在する資源の再確認、掘り起こし、融合等による農山村

の多様な価値の発揮・創出を図るとともに、地域内で様々な活動をする人材や組織等担い手の確保に

努めることとし、以下の取組を推進する。 

 

○地域の維持存続と持続的発展のためには欠かすことのできない道路交通網の整備に加え、公共

施設の整備、情報化の推進など、地域生活を支え、産業の振興と定住・交流の促進に必要不可欠な
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インフラの整備に引き続き努める。 

 

○公共交通網や情報通信網の整備の促進、医療の安定的・継続的確保や充実した医療サービスの

提供、学校教育を始めとする教育や文化の振興に努めるなど、基礎的な生活環境の整備・充実を

図る。 

 

○「下市町地域福祉計画」に基づく保健・医療・福祉の密接な連携の下、高齢者の社会参加の機会増

大や介護予防に努めるなど、高齢者に対する福祉サービスの向上を推進する。 

 

○認定こども園、放課後児童クラブ施設の運営内容の充実に取り組み、子育て支援による少子化対

策を図り、元気な声の響く活気あるまちづくりを推進する。 

 

○農林商工間連携や農林産物・農山村に存在する資源を活用し、6 次産業化の推進による高付加価

値化を図り、同時に生産基盤の整備や新たな流通販売を軸とした販路開拓などを促進し、従事者の

所得確保や若者が将来にわたって就業できる安定経営の確立を推進する。 

 

○既存の施設等の有効活用や農林業等基幹産業とその他の地域資源を融合するなど、魅力ある観

光振興を推進し、都市住民等の交流人口の増加や関係人口の創出・拡大による賑わいの創出を図

る。 

さらに、大学や企業等と連携し、地域が抱える様々な社会的課題を、ビジネスとしての事業性を確

保しながら解決に向けて取り組む活動についても検討・推進する。 

 

○地域において重要な役割を果たす「人材の育成」の観点から、得意分野を有する様々な人材の発

掘や、地域の将来ビジョンを確立・推進する人材の育成に加え、周りの人々が協力しながら活動で

きる体制を整備し、地域全体の活力向上を図る。また、地域外からも地域参加に意欲のある若者の

定住と受け入れ環境の整備もあわせて促進する。 

 

（５）地域の持続的発展のための基本目標 

本計画は、下市町地方創生総合戦略に基づき策定しており、人口に関する目標については、令和

12 年度末の目標人口を 3,892 人とする。また、本計画の実施にあたって、次に示す項目を基本目標に

掲げ諸施策を展開していくこととする。 

 

○便利で快適に暮らせるまちづくり 

都市部をはじめ他地域との移動がスムーズに行えるよう、道路交通網の整備を継続的に行うと

ともに、教育・文化の伝承の場として教育施設等の公共施設の整備を進め、住民ニーズにあった

便利で快適に暮らせるまちづくりをする。 

 

○安全･安心して暮らせる町民に優しいまちづくり 

消防力向上・防災対策の充実と住民を取り巻く住環境整備の充実を図ることで、安全で安心して

生活できるまちづくりをする。 
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保健・医療・介護・福祉の連携強化を図り、住み慣れたまちで、町民が健康に安全・安心に暮らせ

る優しいまちづくりをする。 

 

○生きがいをもって暮らせるまちづくり 

地域の資源である農林産物を活用した地場産品の創出に努め、生産者の所得向上を進めること

で、事業者が将来にわたって安定した経営が出来る基幹産業の確立を目指し、生きがいをもって暮

らせるまちづくりをする。 

  

○人と文化を育むまちづくり 

豊かな人間性を育む教育環境の充実を図り、未来を担う子どもたちがのびのび学び、未来に夢を

描けるまちづくりをする。 

 

○活気のある集落づくり 

田舎暮らしを希望する都市住民のＵＩＪターンの促進を積極的に行い、定住人口の増加施策を推

進し、地域資源を最大限活用して、地域の活性化、絆の再生を図り、自治力を高めることにより活気

のある集落づくりをする。 

 

○観光交流拠点を活用した賑わい創出 

各観光交流拠点を賑わい拠点と位置づけ、その整備充実を図り、民間事業者等の活力を活用し

た運営を行うなど、産官学などが連携した賑わいのあるまちづくりをする。 

 

（６）計画の達成状況の評価に関する事項 

本計画の基本目標実現に向けて、施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、達成状況の評価

を実施し、取り組みの見直しや改善につなげるためＰＤＣＡサイクルに基づく進捗管理を行う。評価体

制については、下市町地方創生総合戦略との整合を図るため、下市町地方創生総合戦略推進委員

会において、産業、行政、教育、金融、労働、言論、住民の各代表者の外部有識者参画のもと行う。 

 

（７）計画期間 

 この計画期間は、令和8 年4 月1 日から令和13 年3 月31 日までとする。 

 

（８）公共施設等総合管理計画との整合 

公共施設等の整備については、下市町公共施設等総合管理計画に定める公共施設等の総合的か

つ計画的な管理に関する基本的な方針に沿って行う。 

公共施設等の管理に関する基本的な考え方 

① 点検・診断等の実施方針 

定期的な点検・診断によって、施設の状態を正確に把握し、劣化及び機能低下を防ぎ、施設をい

つまでも美しく使っていくための総合的な管理運営や点検・保守・整備などの業務を行う。経年的な

施設の状況を把握するため、診断の記録を集積・蓄積して計画的な保全に活用する。また、耐震診

断、劣化診断、衛生・空気質診断など既往の診断があるものは、そのデータを利用する。 
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② 維持管理・修繕・更新等の実施方針 

劣化等による故障等の度に対応するのではなく、安全性と経済性を考慮の上で早期段階に予防

的な修繕等を行い、機能の保持・回復を図る予防保全型維持管理の導入を推進する。また、計画的

に行うことによって、費用を平準化し、トータルコストの縮減を目指す。更新等にあたっては、まちづ

くりとの整合性を保ちつつ、公共施設の適正配置や運営の効率化の観点から検討し、施設の重要

度や劣化状況に応じて優先度をつけ計画的に実施するとともに、すべての利用者が安全で快適に

利用できるよう、計画的にバリアフリー・ユニバーサルデザインを推進する。インフラ施設について

は、その種別ごとに、整備状況や老朽化の度合い等から方向性を検討し、施設の重要度に応じた

個別の維持管理方針を策定する。 

 

③ 安全確保の実施方針 

点検・診断等により重度の危険性が認められた施設は、適切な措置等により安全確保に努める。ま

た、老朽化等により供用廃止され今後も利用見込みのない施設は、原則として解体する方向で検討

する。 

 

④ 耐震化の実施方針 

公共施設の多くは、災害時には避難場所等として活用され、応急活動の拠点となる。このため、平

常時の利用者の安全確保だけでなく、災害時の拠点施設としての機能確保の観点からも、強力に

耐震化の促進に取り組む必要がある。本町では、「下市町耐震改修促進計画」に基づき、耐震診断

の結果、耐震性が不十分とされた建築物については、倒壊危険度及び重要度を考慮して優先順位

を設定し、耐震化を進めていく。特に、庁舎等の防災上重要な建築物、集会場等の不特定多数が利

用する建築物等の緊急度の高い施設から、財政事情等を十分考慮しつつ計画的な耐震化を進め、

耐震性が不十分な町有建築物の早期解消を目標とする。また、施設を利用する町民に対して耐震

性の周知を行う必要があるため、耐震診断結果の公表に取り組む。 
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1．移住・定住・地域間交流の促進、人材育成 
 

（１）移住・定住・地域間交流の促進、人材育成の方針 

「働く場所は都市部、住む場所は下市町」や「下市町に住みながらリモートで都市部と繋がる（働く）」

という新たなライフスタイルを求める方や、一度、下市町を離れた若者などのＵターンなどを促す。 

都市圏から離れて自然に囲まれたまちで住む住環境の魅力をさらに発信し、町外から多様な人を

呼び込むとともに、地域や地域の人々と多様に関わる関係人口の創出・拡大を促す。 

また、移住者及び住民の定住の促進を図るとともに、地域社会の担い手となる人材の育成・確保、地

域の持続的発展に係る関係者間の連携を推進する。 

 

（２）現況と問題点 

令和6 年の住民基本台帳によると、下市町への転入者は 80 人、下市町からの転出者は 170 人とな

っており、転出超過が伺える。令和2 年から令和6 年の平均では、年間73.2 人の転出超過となって

いる。 

進学や就労に若年層の流出が人口減少に多大な影響を与えており、下市町で働く場が少なく、将

来の生活不安を払拭できないという現実がある。しかし、下市町からの通勤圏内には、奈良県の都市

部や大阪などが存在することから、生活の場として魅力を高めること、また都会で暮らし週末等に田舎

暮らしを行う二地域居住を希望している者を取り込むことも重要である。そこで、下市町の魅力である

自然に囲まれたライフスタイルを前面に押し出し、自然と共存したコミュニティでの生活を支援してい

く。 

また、近年は団体等が主体となり地域交流につながるイベントの町内での実施や、町外イベントへ

の参加が行われており、その機会を活かした下市町との繋がりを創出する取り組みにも力を入れてい

る。 

地域への移住志向があったとしても、空き家バンクで紹介できる物件が不足しており（空き家登録と

成約が共に増えている）、定住につながる地域の受け皿や仕組みが十分には構築できていないとい

う現状がある。 

このような状況を踏まえ、住みやすい魅力ある下市町として帰郷者を含めた転入者を増加させ、転

出による人口減少を防ぎ、また二地域居住者を増加させ、コミュニティの担い手確保に努める必要が

ある。 

 

（３）その対策 

移住定住の促進とともに、下市町を離れた若者などのＵターンや孫世代等のＩターンを促進する。

自然に囲まれながら大阪まで電車で約1 時間の「便利な田舎」で住む住環境の魅力向上をさらに促

進し、多様な人材を呼び込むとともに、地域や地域の人々と多様に関わる関係人口の創出・拡大を促

していく。 

また、地域の持続的発展等に寄与する担い手となる人材や団体等の確保・育成とともに、関係機関

との連携・協力を推進する。そのため観光交流施設等の整備、住環境充実支援、空き家の利活用、地

域団体等の支援、新たな交流事業の実施・支援、情報発信、ＩＣＴ環境の充実等を推進する。 
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（４）公共施設等総合管理計画との整合 

公共施設等の整備については、「下市町公共施設等総合管理計画」Ｖ.施設類型ごとの管理に関

する基本的な方針 1.公共施設（1）学校教育系施設および（2）文化系施設、スポーツレクリエーション

系施設に従い行う。 

 

（５）計画 

事業計画（令和8 年度～令和12 年度） 

持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 
事業内容 事業主体 備考 

1．移住・定住・地

域間交流の促

進、人材育成 

  

(1)移住・定住 

  

賑わい拠点等整備事業 下市町 

  

 

  内容：遊休施設・空き家等の再整備

及び再整備支援による定住促進施

設、コワーキングスペース、サテラ

イトオフィス、移住体験住宅等として

の利活用の推進 

(2)地域間交流 

  

賑わい拠点等整備事業 下市町    
内容：遊休施設・空き家等の再整備

及び再整備支援によるコミュニティ

施設・宿泊施設・チャレンジショップ

等としての利活用の推進 

    

(4)過疎地域持続

的発展特別事業 

  

賑わい拠点等整備事業 下市町 本事業は

一過性の

ものでは

なく、将来

の過疎持

続的発展

に寄与す

る。 

 

  内容：遊休施設・空き家等を地域の

持続的発展に資する施設に再整備

するための整備・補助等 

  

地域交流施設等整備事業補助金事業 下市町  

  内容：町内で住民等が利用できる、

宿泊・飲食・物販・加工等の整備支

援等による地域交流の推進 

  

住環境充実支援事業 下市町 

  内容：家屋新築支援、空き家等のリ

フォーム・改修解体・家財処分・登

録促進等の支援、空き家等の地域

交流施設等への再整備支援、集合

住宅整備支援及び若者世帯移住支

援等 

  

移住支援金事業 下市町 

  内容：東京圏からの移住の推進 

 

  

空き家バンク運営事業 下市町 
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  内容：空き家バンク運営委託、空き

家調査、ローカルルール調査等 

  

地域交流促進事業 下市町 

  内容：地域交流につながるイベント

支援、プロモーション支援、関係人

口の創出・拡大を目指した学生等の

受け入れ等 

  

人材育成促進事業 下市町 

  内容：大学等との連携、先駆者招

聘、現地研修支援等 

  

      

 

 

 

2．産業の振興 

 

（１）産業の振興の方針 

町内における農業・林業・商工業といった第一次産業に関わる人々の減少を止めることは困難だ

が、雇用の場の維持・拡大を図っていくため後継者育成、企業誘致、民間活用、販売場所の確保、多

様な働き方の支援等のさまざまな取組によって、現状の町内事業所や従業者数を維持していくことを

基本的な方針とする。 

本町の特産品を町外にアピールし、これまで培ってきた知識やノウハウを次世代の担い手に伝承

する機会を推進拡充する。本町の産業各分野が持続的に発展していくためには、経済活動を活発化

させ、雇用を確保することが必要であり、そのためには基幹産業である林業をはじめとし、製造業、食

品関連産業、観光業の更なる振興を図ることが重要である。 

 

（２）減価償却の特例等 

産業振興促進区域における振興すべき業種に対して、税制上の優遇策などの充実を図り振興を

促進する。 

 

（３）現況と問題点 

 ア．農林水産業 

 ①農業 

本町の農業は、丘陵地を活用した果樹栽培（柿・梅・さくらんぼ・桃・梨・ブドウ等）等が町の基幹産

業となっており、農業総合整備モデル事業等によりその振興を図ってきた。栽培作物は果樹の他

は、花卉（菊・バラ・槇等）、そ菜類（スイカ・大根・白菜等）に特徴がある。しかし、本町の農用地区域

は、北西部の丘陵地の畑作（果樹）地域を除けば、河川に沿って細長く連なる水田や急傾斜の畑地

が大半を占め、農業従事者の高齢化や後継者不足、また販売価格の低迷、生産コストの上昇等、農

業を取り巻く社会経済情勢により、耕作放棄地が年々増加している。 

また、過疎化の進展に加え、戦後日本の農業を担ってきた昭和生まれの高齢世代が引退したこと
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から、本町の農業就業者数は激減している。後継者は全体的に少なく、果樹生産者等のごく一部に

見られるに過ぎない。加えてイノシシ・シカ等による鳥獣被害の多発と農産物への被害が山間部の

みならず町内全域に拡大し、農家はその対策に多くの手間とコストを強いられている。 

こうした状況の中、特に山間部地域においては平地が少ないなど北部に比べて収益性が低く、農

地の維持が困難な事態となっていることから、集落消滅の危機に繋がっている。その他の地域につ

いても、既存の施設の適正な維持管理に努め、農地の流動化と新規就農を促進する必要があるが、

貸し手として想定される農家については、依然として農地の先祖からの土地を守るといった保有傾向

が強く、又借り手については、中規模農家は後継者不足により、比較的大規模な農家は規模拡大に

対する限界感もあった中で、農地の集積については農地中間管理機構の発足により実績が上がり

つつある。 

農地には、農業生産の場としてだけでなく、水源のかん養、洪水の防止、自然環境の保全、良好

な景観の形成など、多面的な機能を発揮しているという観点からも、積極的に、優良な農用地を保全

していくことが重要である。 

 

 ②林業 

本町の森林面積は 4,878ha で林野率は 79%となっており、そのうちの 75％が人工林となってい

る。本町の森林は地域住民の生活に密着した里山でもあり、森林に対する住民の意識・価値観が多

様化し、求められる機能も多くなってきている。その所有者の大部分が小規模経営者であり、木材価

格の長期に渡る低迷に加え、自然災害などにより、森林経営への意欲減退がみられ、基盤整備や機

械化については進まない状況となっている。また、若齢林の占める割合は高く、間伐等を必要とする

にもかかわらず森林管理が適切に行われず、森林の荒廃化が進んでいる。 

 

③内水面漁業 

水産業については、漁業協同組合による遊漁者を対象としたものであり、鮎等の放流が行われて

いるが、カワウ等による被害で生息数は減少している。また、釣り場やその周辺の整備は遅れてお

り、家庭雑排水等やゴミの放置等により水質が悪化するなど、漁業の振興を図る上で解決しなけれ

ばならない問題も少なくない。 

 

 イ．商工業 

本町の商業については、人口減少により町内での購買力が低下しており、また地形上の制約等に

より道幅が狭く、歩道や駐車スペースが確保できない状況もあり、日常生活用品等の買い物について

も近隣町の郊外型大手スーパーへ流出している。このため地元小売業者の売上は減少の一途をた

どっており、職種によっては廃業を余儀なくされた商店もある。 

工業については、豊かな森林資源を生かし、古くから割箸・三方（宝）・神具等、また銘木、集成材

などの木製品が生産されており、重要な地場産業となっている。しかしながら、家内工業が多いことか

ら、協同化や協業化、機械化等も難しく、後継者の減少、従事者の高齢化が進んでいる。 

 

 ウ．企業の誘致・起業の促進 

鉄道駅がなく、都市部への通勤に時間がかかる本町では、産業の振興による安定した雇用の確

保、所得の確保は重要な課題である。しかし実際には、新たな施設整備を伴う企業誘致や育成は非
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常に困難な状態であり、遊休施設・空き家を活用した企業誘致・起業促進を進めている。 

近年の情報通信技術を活用し、田舎にいながらでも働くことができるようになった点や南阪奈道

路・京奈和自動車道などの開通などにより、情報通信技術を活用した産業やＩＣ周辺での魅力ある企

業誘致に向けた取り組みを講じていくことが必要である。 

  

エ．観光又はレクリエーション 

本町には、「広橋梅林」「シャクヤクガーデン」その他様々な花、吉野川・丹生川、豊かな森林など

の自然資源、「下市温泉」や「森林公園やすらぎ村」、「KITO FOREST MARKET SHIMOICHI」など

の観光交流施設、「初市」「義経千本桜」にまつわるもの、その他神社仏閣などの歴史文化資源など

優れた観光資源が存在しており、観光協会や賑わい創出協議会と連携し、ＰＲやルート開発、体験コ

ンテンツの造成等を行っている。 

しかし、現在の観光資源だけでは観光を振興する上で厳しいところもあるため、新たな観光交流

施設等の整備や、住民主導の地域交流の取り組みの推進が必要である。観光の振興は単に産業の

振興という経済的な側面にとどまらず、関係人口の創出・拡大と共に非過疎地域住民等との交流によ

り住民が地域の価値を再確認するための重要な施策であるという認識に基づき振興を図る必要があ

る。 

 

（４）その対策 

 ア．農林水産業 

 ①農業 

農業生産基盤については、将来にわたって農地として利用すべき土地について、用排水路の改

良や農道等の整備を進め、特に国営農地開発事業の対象地域については、畑地灌漑用施設等の

適切な維持管理及び更新を図る。本町の農業を担う農業者について、意欲と能力のあるプロの農業

者の育成を図るため担い手支援事業を推進するとともに、新規就農者の確保・育成のため地域の就

農希望者に対して農家のサポートや定住環境の整備等、受け入れ支援を検討する。耕作放棄地対

策については、日本型農業直接支払制度等事業の活用により、耕作放棄地の発生を防止するととも

に、担い手への農地の利用集積を行う。 

農業者の生産意欲が維持されるよう鳥獣被害の解消に必要な侵入防止柵の整備を実施するととも

に、解消・活用に有効な集落や地域、事業者の主体的な取り組みの支援、また被害対策の重要な担

い手である狩猟者の育成・確保を図るための支援やその活動に対する補助事業を引き続き実施す

る。 

鳥獣被害防止については捕獲により個体数調整、防護については農地への侵入防止柵設置に

対する施策を一体的に行うことにより、農業者の生産意欲が低下しないような対策に取り組んでいく。 

本町の基幹産業となっている果樹栽培や花卉栽培農業については、一部の農家で取り組まれて

いる柿・ブドウ・サクランボのハウス栽培など付加価値の高い作物の栽培や観光農園等を奨励して魅

力ある農業を目指す。また、農業収入の確保を図るものとして重要な 6 次産業化を推進するため、

農産物直売所、農産加工などについて、高齢・兼業農家も含めた多様な農業者が活躍し「小さな経

済」を確実に作り出せる場として取り組む。 

農産物直売所については、家庭菜園も含めた町内直売所への出品促進や「薬草のまち」復活へ

の取り組みを推進し、高齢になっても農業を続けることができる「柿の葉」への転換など「らくらく農
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法」を実践するとともに、農産加工については、加工施設の開設支援や町内直売所への出品を促進

し、本町の農業を次の世代へ繋げていくことができるよう施策を実施する。 

 

② 林業 

森林は、木材等林産物の供給のほか、水源のかん養、国土の保全、地球温暖化の防止、野生動

植物の保護等の多面的な機能を有しており、これらの機能を十分に発揮するため、適切な森林の管

理や作業道等の生産基盤の整備を推進し、間伐をはじめとした森林施業を促進する。また、森林組

合を中心とした生産流通体制の強化や機械化を促進するとともに、林業の生産、製材、加工、販売の

一貫した体制づくりや、環境にやさしい素材である木材の有効活用の観点などから間伐等の林業体

験事業、森林レクリエーションの推進、里山の整備、山の産物の特産化などを検討・実施し、林業の

多面化を推進する取り組みを森林の専門家である奈良県フォレスターと連携し実施する。 

また、既存施設の「森林公園やすらぎ村」や「KITO FOREST MARKET SHIMOICHI」、

「SHIMOICHI SMALL FOREST」を有効活用し、森林の持つ公益的機能についての啓発、体験場所

の提供を行い、そこを拠点として都市住民との交流を図る。 

 

  ③内水面漁業 

水産業については、生息地における水質の浄化を進め、河川機能の回復を図り、鮎の稚魚やア

マゴの放流等により、遊魚や魚、水辺とふれあえる魅力ある場所づくりを推進し、非過疎地域と農山

村との交流を図る。 

 

 イ．商工業 

商工会での、経営相談・指導、企業診断、情報提供活動、また商工会青年部等の組織の強化による

後継者の育成など商工業活性化のための多面的な活動を支援する。地場産業については、割箸など

が森林保全の面から SDGｓに貢献することや、その歴史・文化・技の積極的な PR とその体験を商品と

する観光交流コンテンツの造成・販売とともに、高付加価値をつけた製品づくりを促進し、下市ブランド

の確立を目指す。 

また、地域資源を活かしたコミュニティビジネス、ＳＯＨＯ等地域の実情に即した多様な分野における

新規事業等の立ち上げを推進するとともに、地域産品の開発・販売支援を行う。 

 

 ウ．企業の誘致・起業の促進 

本町の遊休施設の利活用を積極的に企業等の誘致に向け発信し、地域の賑わいづくりと魅力ある雇

用の場づくりに努める。また、農産物や木材などの地域資源を活用し、加工・流通・販売・ブランド化ま

でを行う「第6 次産業」化などの起業支援も推進する。 

 

 エ．観光又はレクリエーション 

飲食物販宿泊等の観光交流施設の整備・支援を行うとともに、地域交流・情報発信スペースを設け、

移住・定住情報の提供や地域交流の場としても活用する。また現在ある様々な観光資源を活用するた

め、それぞれを有機的に結合し、巡ることができる魅力的なルート化を図るとともに、職人等の歴史・文

化・技を体験できる観光交流コンテンツの造成・販売を行うなど観光交流の推進を図る。 

「下市温泉」や「森林公園やすらぎ村」、「KITO FOREST MARKET SHIMOICHI」などの観光交流施
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設に関しては効果的な整備を行いながら集客力増加に努め、ホームページ・SNS・その他による情報

発信、近隣の町村との広域観光ネットワークの形成を推進する。また、観光協会、賑わい創出協議会、

各種団体、住民等と連携し、地域交流の更なる推進、関係人口の創出・拡大、滞在時間の延伸等に繋

がる環境整備を図る。 

特に「下市温泉」については、観光交流の複合施設として整備を行い、住民と来訪者が集い交流を

行い、関係人口の創出・拡大や移住にも繋げられる観光交流の拠点として活用する。 

 

（５）産業振興促進事項 

 （ⅰ）産業振興促進区域及び振興すべき業種 

産業振興促進区域 業種 計画期間 備考 

町内全域 製造業、情報サービ

ス業等、農林水産物

等販売業、旅館業 

令和8 年4 月1 日～ 

令和13 年3 月31 日 

 

 

 （ⅱ）当該業種の振興を促進するために行う事業の内容 

減価償却の特例や地方税の課税免除、不均一課税などの税制措置の優遇策の充実を図る。 

 

（６）公共施設等総合管理計画との整合 

公共施設等の整備については、「下市町公共施設等総合管理計画」Ｖ.施設類型ごとの管理に関す

る基本的な方針1.公共施設（1）学校教育系施設、（2）文化系施設、スポーツレクリエーション系施設お

よび 2.インフラ施設に従い行う。 

 

（７）計画 

事業計画（令和8 年度～令和12 年度） 

持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 
事業内容 事業主体 備考 

2．産業の振興 

  

(3)経営近代化施

設 

   

農業 県営畑地帯総合整備事業 奈良県   

 内容：既成畑の畑地かんがい施設整備

の県営事業実施に係る負担金 

   

国営五條吉野土地改良事業 国   

  内容：国営施設応急対策事業 

 

   

(4)地場産業の振

興 

地域産品６次産業化推進事業 下市町   

 内容：集荷システムの構築、直売所活

性化、学校給食への地場農産物利用

促進、加工施設の開設・支援 
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(9)観光又はレクリ

エーション 

巡る下市観光促進事業 下市町   

 内容：観光交流施設の整備・改修・支

援、観光トイレの改修、観光交流拠点

施設の整備等 

  

(10)過疎地域持

続的発展特別事

業 

  

鳥獣対策事業  

下市町 

  

本事業は

一過性の

ものでは

なく、将来

の過疎持

続的発展

に寄与す

る。 

  

  内容：狩猟者確保育成、侵入防止柵・

緩衝帯の設置、駆除 等 

商工業振興事業 下市町 

  内容：イルミネーション、ＰＲ事業、販路

拡大、後継者育成 等 

  

賑わい拠点等整備事業・地域交流拠点等整

備事業 

下市町 

  内容：遊休施設の活用方策募集、遊休

施設・空き家等を観光推進、企業誘致

等に資する施設に再整備するための

整備・補助等 

  

巡る下市観光促進事業 下市町 

  内容：ＰＲの推進・案内サイン・パンフレ

ットの作成、ホームページ充実、施設

整備、観光交流コンテンツの造成・販

売、ボランティアガイドの活動支援等 

  

地域産品６次産業化推進事業 下市町 

  内容：集荷システムの構築、直売所活

性化、学校給食への地場農産物利用

促進、加工施設の開設・支援 

  

町産材生産促進事業 下市町 

  内容：間伐の促進、作業道搬出条件の

改善等 

  

地域しごと支援事業 下市町 

  内容：新規就農者総合支援事業・起業

等支援推進事業 

  

   

 

 

 

3．地域における情報化 
 

（１）地域における情報化の方針 

インターネットやスマートフォンに代表されるように情報技術の革新とその普及は著しく、産業経済

分野をはじめ、生活や教育、医療、福祉など、あらゆる分野で大きな役割を果たし、社会全体の効率
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性を高め、現在の社会基盤を構成する重要な要素となっている。 

本町においては、住民サービスの向上と行政事務の効率化を図るため、情報通信技術を取り入

れ、地域の特性を活かしたまちの情報化を計画的に実施していく。 

そのため、情報通信基盤を整備するとともに、行政の電子化をはじめ、教育の情報化を進め、地域

住民の情報リテラシーを高め、住民生活の利便性の向上や産業の振興を図り、どこに住んでいても

不便さを感じない基盤づくりを目指す。 

 

（２）現況と問題点 

平成20・21 年度に下市町ＣＡＴＶデジタル化事業で整備された機器の更新時期が迫ってきてい

る。昭和49 年開局以来、地域の人々の日々の暮らしの中での出来事や子どもたちの成長などを記

録し、また、文化・歴史・伝統を保存・継承すべく、地域に密着したＣＡＴＶ局として運営されてきた。こ

こ数年の技術の発展により日々進化し続ける映像技術への追従並びに、よりリアルな映像で保存し現

在を未来に継承するため、また、テレビを利用した情報発信で、地域活性化、移住・定住支援を行う

ほか、情報セキュリティに対応するためにも機器の更新が必要である 

更に、データ放送システムや双方向通信を組み合わせることにより、身近なテレビを通して地域情

報の発信、保健や医療、災害時の緊急放送など各種の情報を配信、地域活性化に向けて相手の顔

を見ながら遠隔地同士でもコミュニケーションを可能とし、住民の意見や要望を収集し、行政への反

映、安全安心のまち、地域の活性化に繋げる必要がある。 

また、住民の生活の利便性の向上等のため多世代がＩＣＴ環境に参画できる環境整備が必要であ

るとともに、ＳＮＳ等多様な情報伝達手段の確保も必要である。 

その他にも、火災や災害発生時の情報伝達手段であるサイレン設備の老朽化が進んでおり、新た

な情報伝達設備への更新が必要となっている。 

 

（３）その対策 

最新の映像技術が広く普及し始め、家庭用ビデオカメラにもそれらの技術が採用されており、ＣＡ

ＴＶでも番組制作などにおいて、これらに対応する機器、撮影用カメラ、編集機、保存用サーバ増設、

送出機器などの更新、データ放送システムの導入を推進する。 

ＣＡＴＶを通じた地域情報や災害時の緊急情報等の取得のため、ＣＡＴＶの利用を促進する。 

オンライン申請の普及・拡大、住民の生活の利便性向上及び防災情報共有等のため、Ｗｉｆｉ環境の

整備やＩＣＴ環境に参画できるソフト面での支援、また、行政情報の新たな伝達手段としてＳＮＳ等の

活用を推進する。 

デジタルの活用を推進するため、セキュリティ対策を徹底しながら標準化・共通化を進め、行政サ

ービスのさらなる向上につなげていく。 

火災や災害発生時に住民に確実な情報伝達を行うため、スマートフォンなどの媒体も利用した多

重的な情報伝達体制を構築する。 

 

（４）公共施設等総合管理計画との整合 

公共施設等の整備については、「下市町公共施設等総合管理計画」Ｖ.施設類型ごとの管理に関す

る基本的な方針2.インフラ施設に従い行う。 
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（５）計画 

事業計画（令和8 年度～令和12 年度） 

持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 
事業内容 事業主体 備考 

3．地域における

情報化 

  

(1)電気通信施設

等情報化のため

の施設 

  
    

    

  
 

有線テレビジョン

放送施設 

ＣＡＴＶ放送施設機器等整備事業 下市町  

 内容：ＣＡＴＶに係る放送施設機器更

新・データ放送設備整備 

  

防災行政用無線

施設 

防災行政用無線施設整備事業 下市町  

 内容：災害時の情報伝達体制の構築 

 

  

(2)過疎地域持続

的発展特別事業 

  

地域情報伝達システム整備事業 下市町 本事業は

一過性の

ものでは

なく、将来

の過疎持

続的発展

に寄与す

る。 

  内容：地区放送設備の更新及び改修等 

 

  

ＩＣＴ環境整備事業 下市町 

  内容：地域交流施設等へのｗｉｆｉ整備、

Ｗｅｂ会議環境整備等、高齢者等がＩＣ

Ｔ環境に参画するための支援、ＳＮＳ登

録支援等、セキュリティ等強靭化、オン

ライン申請普及整備、業務プロセス等

の標準化等 

  

ＣＡＴＶ放送施設機器等整備事業 下市町 

 内容：ＣＡＴＶに係る放送施設機器等の

更新及び民間事業者との事業連携 

 

      

 

 

 

4．交通施設の整備、交通手段の確保 

 

（１）交通施設の整備、交通手段の確保の方針 

過疎地域の持続的発展のためには道路整備は必要不可欠なものであり、町道等の整備推進ととも

に国道、県道、都市計画道路の整備促進を図る。 

公共交通の確保として引き続き路線バスサービスの提供を促進するとともに、他の町村と連携した

バス、鉄道の利用増の対策を図る。また、タクシーも活用した交通手段の確保を促進する。非過疎地

域住民等との交流推進、他市町村との連携強化を図り、地域間交流（オンライン交流）も推進する。 



- 20 - 

道路は、住民が安全・安心な生活を営むうえにおいて重要な役割を担っており、また同時に地域

の活性化及び発展の要でもあるため、整備、維持管理等を計画的に行うとともに、災害発生時におけ

る救助や救援、物資の輸送などを円滑に行えるよう、必要となる道路網の構築及び整備を推進する。 

 

（２）現況と問題点 

 ア．地域公共交通の確保 

鉄道駅のない本町にとって唯一の公共交通機関は路線バスであるが、その利用状況は、少子

高齢化、人口減少、地域性、地形上等の問題から利用者は年々著しい減少傾向にある。これま

で、本町においては民間バスに対する運行経費の補助等により、運行維持を図ってきたが、年々

運行経費が増加傾向にあり、改めて現行の路線バスダイヤの減便を踏まえた洗い直しが必要であ

る。併せて高齢者外出支援タクシーなど総合的な計画・見直しが必要である。 

 

 イ．道路の整備 

国道309 号については、平成28 年度に丹生バイパスが開通し、町内を走る国道についての

大きな事業は一応の完成となった。しかし、市街地箇所では未だ狭隘箇所や線形不良箇所が多

数存在し大型車両の対向等、通行環境の改善が求められている。 

県道については、吉野川と並行し東西に走る五條吉野線のほか下市宗桧線、洞川下市線等6

路線があり、一部改良が行われているが未整備部分も多く残っており、1.5 車線化・待避所設置等

の早期整備が今後の課題となっている。 

この他、都市計画道路については、千石橋通り線、吉野下市線など 4 路線あり、市街地の骨格

となる道路であるが整備は遅れており、今後、未着手路線の計画見直し等の検討が必要とされる。

現在、吉野下市線については事業を進めており、早期の完成が望まれる。町道の整備として、阿

知賀バイパスへアクセスする道路の拡幅工事を優先し、また、一方で改修・維持等の補修保全を

計画的に行う必要がある。 

インフラの老朽化対策が社会的な問題となっており、本町でもこれらの対策が極めて重要な課

題となっている。この他、橋梁、トンネル等については、近接目視による 5 年毎の点検と健全性の

診断が義務づけられており、この結果に基づき適正な対策が必要となっている。 

農道、林道等の整備については農林業の振興に欠かせない重要な位置を占めており、広域農

道や農免道路においては基幹道路として重要な役割を果たしている。 

 

 ウ．地域間交流の促進 

本町には、過去から育んできた美しい農村景観等の自然資源、そして歴史資源があり、地域と

のふれあいを求めて訪れる多くの非過疎地域住民等に「安らぎ」や「癒し」の場を提供しうる多くの

地域資源を有している。 

人口が少なく高齢化が進む本町において、地域住民自身が自分たちの暮らしている地域の価

値を認め直し、誇りや自信、活力を持って生活していくために、非過疎地域住民等との多彩な地域

間交流（オンライン交流）を積極的に推進する必要がある。 

 

（３）その対策 

ア．地域公共交通の確保 
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日常生活を営む上で、特に高齢者の多い本町では移動手段は欠かすことのできないものであ

る。そこで、路線バスを維持するため多額の補助金が必要となることから、路線バスに対する乗降

客調査等を行い、本当に今後も必要なのか、他の手段を望んでいるのかなど住民ニーズの現状

を把握し、その上で将来を見据えた公共交通のあり方などを検討し必要に応じ見直しを行う。 

 

イ．道路の整備 

国道及び県道の整備については、引き続き国・県との連携を図るとともに、整備に伴う用地取得

等が必要である場合は、地権者及び地元へ必要性の理解を求め、現在整備が進められている吉

野下市線の阿知賀バイパスについて、奈良県及び関係機関、さらには地域住民の皆様と協働しな

がら、早期完了に向けた取り組みを行う。町道については、阿知賀バイパスへのアクセス路線の

拡幅を優先するとともに、地域活性化や発展を目標に狭隘部分の解消も踏まえ、全体的な課題で

ある改修・維持等の補修保全を地元施工型補助等と併せて事業推進する。橋梁・トンネル等につ

いては、5 年毎の近接目視による診断と長寿命化修繕計画に基づき安全性の確保を行う。 

また、農林道についても引き続き農林資源を活かした農林業の振興、農山村地域活性化整備

推進を図り、同時に林業の機能向上を図る作業道の改良整備も併せて支援する。 

 

ウ．地域間交流の促進 

地域間交流を促進するため、本町の歴史文化・自然・産業等の地域資源の整備を推進し、これ

らを非過疎地域住民等に対し情報発信を行うとともに、地域住民等が行う交流イベントや交流活動

を支援し育成を図ることにより地域の活力再生と観光の振興を図り、関係人口増加に繋げる。 

 

（４）公共施設等総合管理計画との整合 

公共施設等の整備については、「下市町公共施設等総合管理計画」Ｖ.施設類型ごとの管理に関す

る基本的な方針2.インフラ施設に従い行う。 

 

（５）計画 

事業計画（令和8 年度～令和12 年度） 

持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 
事業内容 事業主体 備考 

４．交通施設の整

備、交通手段の

確保 

  

  

  

  

  

  

  

(1)市町村道                       

 道路  道路整備事業 下市町   

  内容：阿知賀～吉野川線４号線、鳥居

前～車谷線等、町道の整備及び改良

等 

 
  

 橋梁、トンネ

ル、歩道橋 

橋梁等長寿命化事業 下市町     

  内容：長寿命化修繕計画に基づく橋梁

及びトンネル、歩道橋等の改修 
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(9)過疎地域持続

的発展特別事業 

  

生活交通路線維持費補助金 下市町 本事業は

一過性の

ものでは

なく、将来

の過疎持

続的発展

に寄与す

る。 

 

  内容：バス事業者に対する運行経費補

助 

  

公共交通利便性向上事業 下市町 

  内容：公共交通のあり方検討、随時見

直し等 

  

道路整備事業 下市町 

  内容：道路改修、地元施工に対する補

助等 

    

橋梁等長寿命化事業 下市町 

  内容：橋梁・トンネル・歩道橋等の点検・

維持・補修・撤去・計画策定等 

    

地域間交流促進事業 下市町 

  内容：交流イベント開催にかかる支援 

 

    

過疎地域等持続的発展支援交付金事業 下市町  
内容：アンケート調査、公共交通検討

委員会、外出支援事業等 

    

                            

 

 

 

5．生活環境の整備 
 

（１）生活環境の整備の方針 

上水道においては、令和７年４月に統合した奈良県広域水道企業団において各種施設の老朽化対

策や整備が行われる。 

下水道については、河川等公共用水域の水質保全と住民生活の快適性向上のため、効果的で効

率的な下水道環境の形成に努め、計画的に事業を推進する。 

町内におけるごみ処理場・し尿処理施設・火葬場の各施設については経年使用により老朽化して

おり、今後改修及び更新を行い各施設の安心安全な操業に努める。 

生活環境の安定等に寄与することを目的として住宅に困窮する住民に対し公営住宅を供給すること

とし、公営住宅としての運営上の適正数を検討し耐用年数の経過した住宅については、用途廃止等を

行うとともに、耐用年数に達しない住宅についても長寿命化を目的とした改修整備を図る。 

安全安心な暮らしの実現には消防力の向上が不可欠であり、消防団、自主防災組織等の体制強化

や装備品等の充実、広域消防組合との連携強化を図り、防犯面においては警察等と連携した地域防

犯活動を推進する。また、高齢者等の買い物支援等を行うため民間企業等との連携を推進する。 

 

（２）現況と問題点 

 ア．水道 
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本町では、上水道により水道水の供給が行われており、令和6 年度末現在給水人口は約4,327

人、年間総有収水量は 440 千 となっている。水道施設の老朽化に伴う更新需要の増加等の課題

に対応するため、奈良県広域水道企業団へ水道事業を統合し、効率化を図ったところである。 

 

イ．下水道 

平成2 年度より公共下水道事業を進め、平成11 年度には、秋野川左岸の下水道が供用開始

し、令和6 年3 月末現在、事業計画区域では面積の約95％にあたる約83ha について整備が完了

しているが、全体計画区域で見ると整備率は約30％となっているのが現状である。公共用水域の

水質保全及び都市環境の向上を目的に進めてきた下水道事業であるが、町の財政事情もなお厳

しい状況であり、費用対効果等を勘案して今後の事業の在り方を抜本的に見直す時期に来てい

る。 

また、町内で埋設されている下水道管のうち、最も古いものは建設後30 年以上経過し、配管材

料の劣化・腐食が進行しているものと考えられる。 

 

 ウ．ごみ処理 

本町では、平成24 年度から南和広域衛生組合に加入し、安定的にごみ処理を行ってきたが、令

和5 年9 月末で施設の使用期限を迎えた。平成28 年度からさくら広域環境衛生組合を立ち上げ、

令和5 年10 月から新しい施設での供用を開始している。 

また、現在運用しているごみ運搬車の老朽化が進行しており更新する必要がある。 

 

 エ．し尿処理 

昭和56 年にし尿処理施設を稼働し、平成23 年度から大淀町と共同で老朽化した施設を高度処

理施設に改修し下水道放流処理を行っているが、施設の半分が 40 年を経過した設備であり、老朽

化のため年々修繕費が増加している。 

また、令和5 年度より奈良県汚水処理事業広域化共同化計画が推進され、今後、公共下水道接

続・投入を視野に入れた大規模な改修整備が必要である。 

 

 オ．火葬場 

下市町営火葬場は、昭和36 年に供用を開始し 60 年以上利用している。その間、昭和55 年度に

大規模な改修を行い、平成7 年には阪神淡路大震災を受けて、兼ねてから老朽化が進んでいた煙

突について補強工事を施工し、令和元年度には倒壊危険性の把握・事故防止対策の観点から、傾

斜計を設置して環境整備に取組んでいる。また、毎年定期的な修繕を行っており、施設の適正な運

転管理を行い安心安全な操業に努めるとともに、令和9 年度の供用開始に向けて新火葬場建設工

事を進める。 

 

 カ．消防 

消火栓、防火水槽等の施設整備を行ってきたが、地形上、集落の散在等により、水利の確保が困

難な地域が残っている、また、台風等災害の多様化により消防装備の一層の充実を図る必要がある

とともに、住民の防災意識の高揚を図る施策等を実施しなければならない。 

消防体制については、消防団と奈良県広域消防組合などの防災関係組織との連携強化、消防団
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員の確保とともに、消防車両、施設・資機材の整備を推進する。また、自主防災組織の育成等、時代

の要請に応える消防防災体制の確立が必要となっている。 

 

 キ．安全なまちづくり 

下市町安全なまちづくりに関する条例を基本とし、下市町安全対策推進協議会を中心に、子ども

見守りパトロールをはじめあらゆる地域防犯活動を展開している。また、交通安全についても、下市

町交通対策協議会を中心にあらゆる交通安全活動を展開している。 

 

 ク．公営住宅 

町営住宅は、現在木造平屋建て及び簡耐平屋建て 135 戸、中層耐火4 階建て 60 戸を保有して

おり、中層耐火60 戸を除く木造平屋及び簡耐平屋建て 135 戸においては、耐用年数が既に経過し

ていることから、現在新規募集は行わず修繕等による現状維持に留めており、今後、自然減等による

空室状況を鑑み用途等の具体的な対策が必要とされる。 

 

 ケ．その他 

本町における高齢化、公共交通、商業等の状況により、買い物や食事確保に困難を来す状況が

進んでおり、今後、更に深刻化することが予測される中、民間企業等と連携し買い物支援や食事確

保を促進している。また、本町では老朽化が進んだ住宅や、設備が整っていない住宅が増えてきて

おり、リフォームなどにより、現代の生活様式にあった居住環境の向上を図る必要がある。 

 

（３）その対策 

 ア．水道 

奈良県広域水道企業団において、安全安心な水道水の持続的供給のため、施設の最適化・強靱

化、老朽化対策等が計画的に行われる。 

 

 イ．下水道 

現在、町内で埋設されている下水道管のうち、最も古いものは建設後３０年以上経過し、配管材料

の劣化・腐食が進行しているものと考えられるため、今後は、将来的な道路陥没などの事故につな

がるリスクの低減を目的とした下水道管の適切な維持管理及び修繕等に注力し、地域住民の安全と

安心の確保を図る。 

また、下水道整備区域以外では、水洗化の進んでいない地域があり、高齢化や核家族化が進む

中、少しでも生活環境の改善に寄与するため、合併浄化槽設置の補助事業を推進する。 

 

 ウ．ごみ処理 

旧ごみ処理施設を解体した跡地に、火葬場建設を行う事により土地の有効利用を図る。 

さくら美化センターが令和5 年10 月から供用開始され、紫水苑敷地内に令和6 年度に整備され

たごみ処理中継施設を活用し安定したごみ処理を行っていく。 

また、老朽化したごみ運搬車の更新を進め、安全で円滑な収集運搬を図る。 

 

 エ．し尿処理 
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し尿処理施設は、平成22 年度に高度処理設備に改修し公共下水に放流を行っている。焼却設備

については、昭和56 年当時から修繕し運転を行っているが、今後、従来の焼却設備から現在奈良

県が推進している汚水処理事業施策に基づき、基幹的設備改良工事を実施して安定した運転管理

を行なっていく。 

 

 オ．火葬場 

令和4 年度から新火葬場整備事業に着手し、令和9 年度供用開始を目指す。 

 

 カ．消防 

消防施設については、効率的な消防活動が展開できるように努め、水利確保が困難な地域への

水利対策や老朽化した消防車両、施設・資機材の整備を計画的に行う。消防団については、地域住

民に対してより一層の理解と協力を求め、入団しやすい条件整備を図っていく。また、地区単位等で

の自主防災組織の育成・強化を図るため施設・資機材等の整備支援及び、備蓄倉庫設置を支援し、

地域の安全を地域で守ることのできる地域防災力の向上を図る。 

 

 キ．安全なまちづくり 

従来は、下市町安全対策推進協議会による活動が主であったが、地域の安全は地域で守るという

観点から地域が主体となっての見守り活動を展開していく必要がある。交通安全についても、今後も

警察や学校、地域と密な連携を図り、子どもと高齢者の交通事故防止対策を重点に、より一層の取り

組みを行う。また、犯罪被害者への支援充実を図る。 

 

 ク．公営住宅 

公営住宅等長寿命化計画等に基づき、町営住宅各戸の状況に応じた改修工事及び維持修繕を

行っていく。また、耐用年数の観点からも必要な用途廃止等を順次行い、生活環境の安定等に寄与

するとともに、人口増に繋がる新規募集を視野に入れ、現状に合った改修等を推し進める。 

 

 ケ．その他 

本町における高齢化、公共交通、商業等の状況により、買い物や食事確保に困難を来す状況が

進んでおり、今後、更に深刻化することが予測される中、引き続き民間企業等と連携し買い物支援や

食事確保を更に促進する。 

また、昨今問題となっている危険空き家等の問題解決に向けた補助金等の支援を継続させ、町民

が安心して住み続けられる快適な住環境づくりを進めることにより定住環境の向上に資するととも

に、地元産材の使用の推進、住宅関連産業を中心とする地域経済の活性化を図ることを目的として、

住宅のリフォーム等を行う場合に実施している助成を継続して行う。 

 

（４）公共施設等総合管理計画との整合 

公共施設等の整備については、「下市町公共施設等総合管理計画」Ｖ.施設類型ごとの管理に関す

る基本的な方針1.公共施設（3）保健・福祉施設、公営住宅、（4）上水道施設、（5）行政系施設、その他

および 2.インフラ施設に従い行う。 
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（５）計画 

事業計画（令和8 年度～令和12 年度） 

持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 
事業内容 事業主体 備考 

５．生活環境の整

備  

  

(2)下水処理施設   
     

          

 公共下水道 

  

管渠等整備事業 下市町     

  内容：青葉台地区等における管渠整備

工事及び舗装復旧工事 

        

 その他 

  

流域下水道事業 奈良県     

  内容：吉野川流域下水道事業に対する

負担金 

        

合併浄化槽整備事業 下市町     

  内容：合併浄化槽整備に係る補助 

 

        

（3）廃棄物処理

施設 

   

し尿処理施設 し尿処理場改修事業 下市町   

  内容：し尿処理施設に係る改修 

 

    

 その他 ごみ運搬車整備事業 下市町   

  内容：ごみ運搬車整備 

 

    

(4)火葬場 

  

  

火葬場整備事業 下市町     

  内容：火葬場老朽化に伴う、新火葬場

整備事業 

        

(5)消防施設 

  

消防水利整備事業 下市町     

  内容：消防道路、取水地、防火水槽等

の整備 

        

消防設備整備事業 下市町     

  内容：消防自動車、消防ポンプ、消防

通信機器等の整備 

        

(6)公営住宅 

  

公営住宅整備事業 下市町     

  内容：町営住宅の改修等 

 

        

(7)過疎地域持続

的発展特別事業 

  

下水道事業 下市町 本事業は

一過性の

ものでは

なく、将来

 内容：管路点検調査維持補修等 

 

 

ごみ減量化促進事業 下市町 
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  内容：ごみの分別啓発及び取り組み推

進、生ゴミ処理機購入費補助等 

  の過疎持

続的発展

に寄与す

る。 

公営住宅整備 下市町 

  内容：公営住宅改修整備等 

 

  

地域防災力向上事業 下市町 

  内容：自治会等が行う防災関連施設・

資機材・その他備品等の整備に対する

補助等 

  

買い物支援事業 下市町 

  内容：宅配支援等（外出支援事業等含

む） 

  

既存住宅改修補助金 下市町 

  内容：リフォーム等工事費の一部助成   

        

 

 

 

６．子育て環境の確保、高齢者等の保健及び福祉の向上及び増進 
 

（１）子育て環境の確保、高齢者等の保健及び福祉の向上及び増進の方針 

核家族化、就労形態の変化、地域社会の人間関係の希薄化など家庭や社会環境が変化し、少子化

が進んでいる状況の中、次代の担い手である子どもが心身ともに健やかに育つため、子育ての支援

体制の充実を図るなど家庭や地域社会が一体となって、安心して子どもを産み育てることができる環

境づくりを推進する。 

若年層の流出、出生数の低下等により、過疎地域の高齢化は一層進行しており、高齢者の一人ぐら

し、高齢者のみの世帯が増加している。元気な高齢者が生きがいを持って暮らせるよう、また介護が

必要となっても住み慣れた家庭・地域で安心して暮らせるよう、高齢者福祉計画及び第９期下市町介

護保険事業計画に基づいて、総合的に保健・医療・福祉施策を推進する。 

少子化の進行の著しい過疎地域における児童福祉、とりわけ次代を担う子どもの健全育成は重要で

あることから、社会全体で子育てを支援していく環境づくりに努めるとともに、子育て家庭への相談支

援体制の整備や経済負担の軽減、多様化するニーズに対応したサービスの提供など子どもを生む、

育てやすい環境づくりを推進する。 

 

（２）現況と問題点 

 ア．子育て環境の確保 

本町の 14 歳以下の人口は 213 人、総人口に占める割合は 5.0％（いずれもＲ7.12.1 住民基本台

帳）となっており、近年、少子化や核家族化の進行、就労形態の多様化、地域のつながりの希薄化

等、児童を取り巻く環境は大きく変化しており、子育てに不安を抱える子育て世帯が増加している。 

本町には、幼稚園と保育園の両方の機能を兼ね備えた幼保連携型認定こども園「下市こども園」
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（令和２年４月開園）が１園あり、令和７年12 月１日現在で全園児数２６人となっている。このような状

況の中、子育て世帯が安心して生活できる環境づくりを行う必要があり、地域全体で子育て支援に取

り組む体制の充実を図っていくことが課題となっている。そのため、認定こども園のより一層の充実を

図りながら子育て家庭が仕事と育児を両立でき、子どもを安心して産み育てることのできる環境づくり

を推進していくことが必要であり、子ども・子育て支援事業計画に基づき、保育・保健・教育など、さま

ざまな視点から施策の推進を図り、安心して子育てができる環境の充実を図る。 

施設面の課題として、施設等の老朽化が進んでおり、子どもたちの安全を確保するとともに学習環

境の向上を図るため、長寿命化改修や修繕が必要となってきている。 

 

 イ．高齢者の保健及び福祉 

少子高齢化の急激な進展により、本町の高齢化率は、令和７年12 月で 51.69％となっている。こう

した状況の中、一人暮らしの高齢者や認知症高齢者も増加しており、かつての地縁、血縁に対する

意識が希薄になるなど、何らかの支援を必要とする高齢者が増加している。介護保険制度では、高

齢者が地域で安心して暮らすため、支えあいの地域づくりが責務となっており、地域活動や社会参

加の基盤づくりが求められている。 

また、福祉施策に対する住民ニーズも多様化、増大化し、従来の公的なサービスだけでは対応で

きなくなってきているのが現状である。行政だけで課題解決に向けた取り組みを行うのではなく、お

互いを支え合う見守り、声かけ活動等の取り組みなど高齢者がいつまでも、住み慣れた地域で安心

して、楽しく暮らしていけるよう、地域活動などに多くの町民が主体的に参加する地域コミュニティづ

くりが求められている。さらに、全ての福祉サービスが利用者の人としての尊厳を保つ手助けとなり、

自立した生活が続けられるように、適切な量と質のサービスを提供する体制づくりが必要である。 

 

 ウ．児童その他の保健及び福祉 

少子化及び核家族化等の進展により、地域と子育て家庭のつながりが弱く、子育てについて相談

できる相手がいないために、子育てへの不安を持つ保護者が増えている。 

また、女性の就業率の上昇や就労形態の多様化により、保育・子育てニーズが増大しているな

ど、安心して子どもを育てられる環境づくりが求められている。 

そのため保育・子育てニーズの的確な把握と様々なライフスタイルに対応した、きめ細かなサー

ビスを提供できる体制づくりが求められ、保健師による訪問指導や保健センターや認定こども園・子

育て支援センター等関係機関との連携を強化し、妊娠・出産そして乳幼児から児童に渡る横断的な

相談支援体制の強化が必要である。 

同時に男性が育児しやすい職場環境づくりや子育て支援に対する人材の確保も課題となってい

る。さらに、子どもの疾病の早期治療を促進するとともに、子育て家庭の経済的負担の軽減を図るた

め、子育て家庭に対する支援が必要である。 

 

（３）その対策 

 ア．子育て環境の確保 

子育て支援センターの育児相談や親子が交流できる場の充実を進め、地域全体で子育て支援に

取り組む体制を整え、子どもがいても働くことが出来るように保育サービスの充実を図るとともに、放

課後児童クラブの質の向上など、運営体制の充実に取り組み、子どもの居場所を確保した児童健全
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育成を図る。 

また、老朽化した施設等の計画的な施設整備を進め、子育て世帯が仕事と育児を両立でき、子ど

もを安心して産み育てることができる環境づくりを推進する。施設整備等について、適正な施設規

模、建築改修の時期、計画的な体制整備等を検討していく。 

 

 イ．高齢者の保健及び福祉 

これまで介護保険では、高齢者の介護予防を充実するため、自立支援型のケアプランを目指す

地域ケア会議や、様々な自立支援型介護予防サービスを行ってきた。今後も住民主体による介護予

防・健康づくり事業を提供するため、高齢者いきいきサロンやいきいき１００歳体操を充実するなど、

介護予防を積極的に推進するとともにサービスの質の向上を図る。 

また、高齢者の生きがいづくりとして、老人クラブ活動や地域サロンのさらなる推進など地域にお

ける高齢者相互の支え合いによる社会参加を促進し、高齢者自身が地域社会の中で、自らの経験と

知識を生かして積極的に役割が果たせる社会を形成するため、老人クラブ活動やボランティア活動

等の活動支援を継続する。さらに住み慣れた地域で安心して暮らせることができるよう、安否確認、

緊急通報システム、救急医療情報キット等を推進し、併せて災害時における支援を地域の中で受け

られるよう、民生委員・児童委員・自治会等地域コミュニティの協力を得ながら、要援護者台帳の整備

を推進する。また、一人暮らしの高齢者や認知症の高齢者の増加が予想されることから、関係機関

による支援体制の充実を図る。 

 

 ウ．児童その他の保健及び福祉 

子育て中の全ての家庭が安心して、子どもを産み育てられる環境を実現するため、子育て家庭に

対する経済的支援や、子育て支援に係る施策を総括的に情報発信し、子育て支援情報の機能強化

を図る。また、子育て中の親子が自由に集い、交流できる場の充実を図り、育児相談が気軽にできる

場を提供するなど、多様化する保育・子育てニーズに対応する。そのためには、地域の幅広い世代

の人たちとの交流を通し、子育ての負担感を緩和しながら、親育ち、子育ちできる交流事業などを実

施する。さらに、孤立した母親の家庭等に出向いて、必要な子育て支援を行う体制づくり、父親が協

働して育児参加できる環境づくりの整備に向けた施策を推進する。また、ひとり親家庭に対しては、

相談窓口体制の充実を図るとともに自立を支援するために各種助成を行うなど、経済的な支援も行

う。 

母子保健と児童福祉の両分野の一体的な運営を行うことにより、全ての妊産婦、子育て世帯、子ど

もに対し、出産前から子育て期にかかる切れ目のない支援を行うものとして、こども家庭センターを

設置する。 

次世代を担う子どもを地域と社会全体で支援するため、行政はもとより家庭や地域がそれぞれの

役割を果たしながら、一体となったネットワークづくりに努め、子育て支援の充実強化を図る。また、

特に子ども医療費については受診率の高い未就学児の入通院費等を助成することにより、疾病の早

期治療を促進し、子育て家庭の経済的負担の軽減を図る。 

 

（４）公共施設等総合管理計画との整合 

公共施設等の整備については、「下市町公共施設等総合管理計画」Ｖ.施設類型ごとの管理に関

する基本的な方針1.公共施設（1）学校教育系施設および（3）保健・福祉施設、公営住宅に従い行う。 
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（５）計画 

事業計画（令和8 年度～令和12 年度） 

持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 
事業内容 事業主体 備考 

６．子育て環境

の確保、高齢者

等の保健及び福

祉の向上及び増

進 

  

(2)認定こども園 

  

下市町認定こども園改修事業 下市町   

  内容：下市町認定こども園に係る施設

改修工事等 

    

(3）高齢者福祉施

設 

 
        

老人福祉センター 老人憩の家改修事業 下市町   

  内容：老人憩の家の改修工事等 

 

    

(8)過疎地域持続的

発展特別事業 

  

外出支援事業 下市町 本事業は

一過性の

ものでは

なく、将来

の過疎持

続的発展

に寄与す

る。 

  内容：高齢者・障害者・妊婦等に対し

タクシー券の交付補助 

  

地域安心ネットワーク事業 下市町 

  内容：ご近所ネットワーク構築助成及

び整備、緊急通報システム事業、緊急

短期宿泊事業等 

  

子育て環境充実事業 下市町 

  内容：多世代交流事業、病後児保育

事業、一時預かり事業、こども家庭セ

ンター事業等 

  

妊婦健診推進事業 下市町 

  内容：妊婦一般健康診査に対する補

助 

  

放課後児童クラブ事業 下市町 

  内容：昼間保護者のいない留守家庭

の児童に対して、適切な遊びや生活

の場を提供する 

  

        

 

 

 

7．医療の確保 
 

（１）医療の確保の方針 

急速な少子・高齢化の進行、生活習慣に起因する疾病の増加、医療技術の進歩、さらには町民の

医療・健康に対する関心の高まりなどがある中、医療機関の協力体制の構築や医療機関の整備等を
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促進し、地域において切れ目のない医療の実現をするよう限られた医療資源の効率的な運用に努

め、過疎地域の医療提供体制の確保に努める。 

 

（２）現況と問題点 

本町には、病院・医院が 2 箇所、歯科医院が 3 箇所の医療機関がある。救急医療については、「南

和の医療は南和で守る」を基本に周辺13 市町村で構成する南和広域医療企業団と南和周辺地区病

院群輪番制運営協議会事業として県南部の 5 病院に委託して対処している。 

また、産婦人科はあるが、分娩は吉野郡内ではできず、奈良県立医科大学附属病院に依存してい

る状況である。少子高齢化が進む中、妊産婦や子どもを抱える方々が十分な医療サービスを享受で

きるような医療体制の整備が課題となっている。 

また、地域医療の充実という点では、居住地域に関わらず、安心して暮らせる環境づくりが重要で

あり、特に休日夜間、救急の対応については対応力強化を考慮した医療体制の確立を図る必要があ

る。 

 

（３）その対策 

専門化・高度化した医療機関の充実や、夜間・休日の更なる救急医療体制の確立について、南和

広域医療企業団をはじめ小児深夜休日夜間診療所、産婦人科一時救急輪番医療機関等との協力体

制の充実を図る。 

 

（４）公共施設等総合管理計画との整合 

公共施設等の整備については、「下市町公共施設等総合管理計画」Ｖ.施設類型ごとの管理に関

する基本的な方針1.公共施設（3）保健・福祉施設に従い行う。 

 

（５）計画 

事業計画（令和8 年度～令和12 年度） 

持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 
事業内容 事業主体 備考 

７．医療の確保 

  

（1）診療施設 

病院 

  
  

南和広域医療企業団事業費負担金事業 南和広域

医療企業

団 

 

 内容：南和広域医療企業団に対する負

担金 

(3)過疎地域持続

的発展特別事業 

  

救急体制整備事業 下市町 本事業は

一過性の

ものでは

なく、将来

の過疎 

持続的発

展に寄与

する。 

  内容：小児夜間、産婦人科一次救急体

制負担金 

 

  

南和広域医療企業団運営費負担金事業 南和広域

医療企業

団 

  内容：南和広域医療企業団に対する負

担金 
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8．教育の振興 
 

（１）教育の振興の方針 

子どもの数が減ってくる中で、効果的な教育を、安定的に進めていくかは、町の未来にとって重要

な課題だと考え、幼児期から生きる力の基礎となる心情・意欲・態度等を育てる教育を行い、新たな時

代を生き抜く子どもを育てる。また「誰1 人取り残すことのない学び」を実現するために、児童生徒1

人一台のタブレットパソコンを活用してＩＣＴ機器を導入した新しい学びの構築を目指す。 

社会教育については、関連する団体・各委員が中心となって、その伝統的な事業を存続していき、

町民が積極的に参加し「運営に関わる負担」と「事業の効果」のバランスを見極めながらの事業継続を

目指す。 

 

（２）現況と問題点 

 ア．幼児教育 

幼児教育の場所として、令和２年４月開園の幼保連携型認定こども園「下市こども園」があり、０歳

児から５歳児までの園児の発育段階に合った教育環境を提供している。 

少子化や核家族化など世帯構造の変化に伴い、幼児を取り巻く環境は変化し続けているが、幼

児期は、生涯にわたる人格形成の基礎が培われる重要な時期であることから、自主性や社会性を

育てて、就学につなげる幼児教育及び就学前教育はより重要性を増している。 

遠距離通園対策として、スクールバスの運行などにより保護者の負担軽減を行っている。 

 

 イ．義務教育 

本町の小・中学校については、令和５年４月に統合を行い、義務教育学校「下市あきつ学園」が

開校しており、令和７年度末現在で、義務教育学校１校となっている。 

子どもたちが学ぶ学習環境の向上を図るため、一人一台端末の整備や校内Wi-Fi 環境、校務支

援環境の整備などＩＣＴ環境の整備を行っている。また、遠距離通学対策として、スクールバスの運

行などにより保護者の負担軽減を行っている。 

新校舎等建設を行い、教育機能を十分に発揮し、次代を担う人材の健全育成に取り組む環境づ

くりに努めてきたが、少子化と過疎化の急速な進行に伴い児童・生徒数が年々減少し、令和７年12

月１日現在で全児童生徒数１６８人（前期課程１０９人後期課程５９人）となっている。 

人口の減少、少子高齢化社会が進む中、学校現場では児童生徒数の減少に伴い学校が小規模

化し、児童生徒が切磋琢磨する雰囲気、活力の低下、人間関係の固定化が進み、豊かな人間性を

育む時期に大きな影響を与えることも懸念されている。 

施設面の課題として、屋内運動場については、既存の建物等を活用しているため、施設等の老

朽化が進んでおり、子どもたちの安全を確保するとともに学習環境の向上を図るため、長寿命化改

修や修繕が必要となってきている。また、新築した校舎等についても施設を長期的に安心して利用

するため、修繕等が必要となってくる。 

また、ＩＣＴ環境の整備を行ってきたが、機器等の老朽化に伴い更新等が必要となってくる。 

 

 ウ．生涯学習等 

生涯学習は個人の知識や技能を豊かにするだけでなく、人と人が集い交流することで、新たな繋

がりを生み出すことができる。人口減少の影響が危惧されることから、より一層生涯学習を通じて交
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流を進め、世代を超えた繋がりを育むことが求められている。 

そのために、身近なところで学習活動に参加できるように社会教育等環境を維持し続けるととも

に、活動の拠点となる社会教育施設等について、将来にわたって持続的につながりを生み出すこと

ができるよう、施設等の改修、修繕が必要となっている。 

 

 エ．生涯スポーツ 

生涯スポーツの振興は、余暇の活用や健康増進を目指して行ってきているが、その活動は中高

年層が中心である。また、スポーツ少年活動においても、児童生徒数の減少に伴い、人材確保に苦

慮している状況である。 

誰でも広くスポーツに親しめるよう、グラウンドゴルフやボッチャなどニュースポーツの推進や新

たなスポーツの掘り起こし・普及に取り組んできた。 

また、子どもから高齢者まで参加できるスポーツイベントを開催し、世代間の交流も図ってきた。 

今後も町民や子どもたちにスポーツに親しむ機会を与え、競技に打ち込むなど、心身の健全な

育成の機会となるようなスポーツイベントに親しむ機会を一層充実させることが必要である。 

本町では、スポーツ、レクリエーション活動の場として、体育施設等が整備されているが、施設の

老朽化が進んでおり、長寿命化改修や修繕が必要となってきている。また、令和１３年（２０３１年）に

は、奈良県において国民スポーツ大会（国体）が開催される予定であり、体育施設等の整備改修や

支援体制は計画的に整備する必要がある。 

 

（３）その対策 

 ア．幼児教育 

安全・安心な教育保育環境をより充実させて、家庭、地域等と連携を図りながら、楽しい集団生活

の中で、基本的な生活習慣や態度を育て、豊かな心情や思考力を培い、心身ともに穏やかで、何事

にも生き生きと挑戦し、活動できる子どもの育成を目指す。 

 

 イ．義務教育 

地域の特性を活かした心豊かな教育を推進するとともに、家庭、地域と連携し、教育環境の維持

向上を図る。 

遠距離通学の児童生徒対策として、スクールバスなどを引き続き運行するとともに、公共交通機

関等利用者には通学費補助を行っていく。 

教育施設については、施設等の改修、空調設備の整備、情報通信環境の整備等を計画的に実

施することにより、良好な教育環境の確保を図る。 

また、学校に支援員を配置し、特別な支援（障害児介助等）が必要な児童生徒への支援や問題

行動等に十分な対応ができる体制を整備し、スクールカウンセラー等の外部専門スタッフとの協力

体制の構築を進めていく。外国語活動講師派遣事業、就学援助事業の実施等により、教育水準の

維持向上に努めていく。 

さらに、給食については、自校調理方式より提供することによって、児童生徒の健全な食生活を

実現するとともに教育環境を整えていく。 

 

ウ．生涯学習等 
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社会教育関係団体との連携を図りながら生涯学習の推進に努める。また、各種社会教育団体の

組織力の充実を図り、各団体の自主的な運営を支援する。また、受講者が主体的に行う自主講座の

開設等を支援することや地域と学校が連携・協働した取組を推進する。 

生涯学習等の場において文化財等の歴史・文化的価値を再認識する教育・普及活動を充実させ

る。適切な保全を行うことにより、将来にわたる文化の維持と継承を行っていく。また、地域の特色あ

る文化財、考古・歴史資料等の保存、活用を図る。 

下市観光文化センターや図書館、地区集会所の有効活用を進め、生涯学習活動の拠点としての

機能発揮を図る。 

施設等については、老朽化が進んできており、利用者に長期的に安心して使用してもらうため、

長寿命化改修や修繕を行っていく。 

 

 エ．生涯スポーツ 

運動やスポーツを習慣化させ、生涯スポーツへとつながるように、体を動かす楽しさや喜びを感

じることができる機会を提供し、気軽にスポーツを楽しめる機会を作る。 

スポーツ活動の拠点となる社会体育施設等について、持続的に活動することができるよう施設等

の長寿命化改修、修繕を計画的に進めていく。また、国民スポーツ大会に向けて施設等の改修を

行っていく。 

 

（４）公共施設等総合管理計画との整合 

公共施設等の整備については、「下市町公共施設等総合管理計画」Ｖ.施設類型ごとの管理に関

する基本的な方針1.公共施設（1）学校教育系施設および（2）文化系施設、スポーツレクリエーション

系施設に従い行う。 

 

（５）計画 

事業計画（令和8 年度～令和12 年度） 

持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 
事業内容 事業主体 備考 

８．教育の振興 

  

（1）学校教育関

連施設 

     

    

 校舎 学校施設整備事業 下市町 
 

  内容：学校施設の改修等、情報通信環

境の整備事業 

屋内運動場 屋内運動場改修事業 下市町   

 内容：学校屋内運動場の改修、空調設

備整備等 

    

 屋外運動場 屋外運動場改修事業 下市町     

 内容：学校屋外運動場の改修等     

(3)集会施設、体

育施設等 
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 集会施設 下市町観光文化センター改修事業 下市町     

    内容：観光文化センターの長寿命化改

修・修繕 

        

 体育施設 社会体育施設等改修事業 下市町     

    内容：中央公園等の社会体育施設の長

寿命化改修・修繕、２０３１年国民スポ

ーツ大会開催に向けた中央公園関連

施設の大規模改修 

        

 その他 公園施設整備・改修事業 下市町     

  内容：公園施設の遊具の整備及び改修 

 

    

(4)過疎地域持続

的発展特別事業 

  

 

教育環境充実事業 

 

下市町 

本事業は

一過性の

ものでは

なく、将来

の過疎持

続的発 

展に寄与 

する。 

  内容：教育関連設備の整備・改修、ＩＣＴ

教育等整備事業、通学通園支援事業、

語学教育支援事業、支援員等配置事

業、準要保護児童生徒対策事業、学校

づくり推進事業、図書館情報力向上事

業、学校給食支援事業等 

  

地域拠点等整備事業補助金事業 下市町 

 内容：地区集会施設・公民館の整備等

の補助 

 

社会教育施設充実事業 下市町 

  内容：観光文化センター、図書館、交

流センターの利用環境等整備 

  

健康・体力づくり促進事業 下市町 

  内容：中央公園等体育施設環境整備、

高齢者健康づくり、軽スポーツ普及促

進等 

  

青少年育成事業 下市町 

 内容：２０歳を祝う会等のイベント等の

実施 

 

生涯学習推進事業 下市町 

 内容：読書の推奨や文化財保護・文化

公演等に関する事業 

 

国民スポーツ大会推進事業 下市町 

 内容：２０３１年国民スポーツ大会開催

に向けての関連整備 
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9．集落の整備 
 

（１）集落の整備の方針 

地域コミュニティの希薄化を防ぎ、再構築による確かな暮らしの実現を図り、身近な生活環境をより

快適にするため、地域内及び地域間の協力関係を増強する。地域活動のあり方の検討・見直しを行う

とともに、参加を促進することで町民全般に地域コミュニティへの理解の浸透を目指す。 

 

（２）現況と問題点 

本町は、北部の吉野川・秋野川沿いに市街地を形成し、その他は山間部の集落に分けられる。本

町には 20 の集落（区）があるが、そのうち 12 集落が高齢化率50％を越え、「基礎的条件の厳しい集

落」となっており、集落の維持・共同活動等を行うことについて影響が出始め、その予備軍の集落を含

め「維持が困難な集落」への移行が懸念されている。 

高齢化率の高い集落は概して町の中央部から距離的に離れており、点在する集落間を結ぶ連絡

道や市街地と集落を結ぶ主要幹線道路も未整備のところが多い。そのため医療、買い物など生活上

の不安、災害時等における孤立化も懸念されるところである。また地形も急峻であることから、農業な

どの生産活動についても条件的に不利な状況にある。他方、町の基幹集落である下市地区の中で

も、14 行政区において高齢化率50％を越える状況が発生しており、過疎化・高齢化は山間部のみの

問題ではなくなってきている。 

集落の自立・活性化のためにＵＩＪターンによる定住者もその大きな力となることは間違いがないと

ころであるが、地域の中には定住者への受け入れに対して抵抗感が存在することも事実であり、定住

者の受け入れについては地域住民の意識の更なる醸成が必要となっている。定住者の受け入れに

ついては、本町においては山間部・市街地にかかわらず空き家が増加しているところであり、貴重な

地域ストックとして活用が望まれるところである。そのため、本町では「下市町空き家バンク」を開設し、

貸し手と借り手の仲介を図るとともに、住環境支援のための各種補助金や、令和３年度には平成27

年度に続き２回目となる町内全域を対象に空き家等実態調査を行うなど、定住者が増加するよう努め

ているが、なお一層の努力と工夫が必要である。 

 

（３）その対策 

集落整備の根幹は道路であり、国・県道の改良については早期に実現できるよう県及び関係市町

村と連携・協調していくとともに、町としては引き続き集落の生活水準の向上を図るため公共施設の整

備を行う。ソフト面では、人口流出や高齢化などにより衰退が懸念される集落を維持・活性化するた

め、集落等が行う自主的な取り組みを支援する。 

各集落住民自身が集落の問題を自らの課題として認識し町と集落住民がともに学び合い、集落点

検などに取り組む環境整備を行うとともに、地域課題等の解決・推進を図るため産官学などとの連携

推進を行う。 

定住促進の手段として、関係人口の創出・拡大、二地域居住や移住体験施設等の普及、空き家活

用に係る更なる支援、学生の通学支援などを行うとともに、地域における定住者への抵抗感にも対応

できるような取り組みを推進する。また、地域の魅力や雇用情報等を発信し「空き家バンク」のシステ

ムをより一層充実させるとともに、定住促進のための新たな支援策を検討・実施する。 
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（４）公共施設等総合管理計画との整合 

公共施設等の整備については、「下市町公共施設等総合管理計画」Ｖ.施設類型ごとの管理に関

する基本的な方針1.公共施設（2）文化系施設、スポーツレクリエーション系施設に従い行う。 

 

（５）計画 

事業計画（令和8 年度～令和12 年度） 

持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 
事業内容 事業主体 備考 

９．集落の整備 (2)過疎地域持続

的発展特別事業 

 

定住推進事業(空き家活用事業） 下市町 本事業は

一過性の

ものでは

なく、将来

の過疎持

続的発展

に寄与す

る。 

 

  内容：空き家バンク運営事業、推進事

業補助（家財処分、改修、起業等）、移

住体験施設等の整備・支援等 

  

集落活性化事業 下市町 

  内容：集落が行う地域づくり活動に対す

る支援、大学等との連携推進等 

  

下市町定住推進事業 下市町 

  内容：関係人口の創出・拡大、ＵＩＪター

ンの推進、二地域居住等 

      

 

 

 

10．地域文化の振興等 
 

（１）地域文化の振興等の方針 

町の歴史、自然、文化を学び、愛し、守り、継承していく態度を育むことで、新たな時代の町民文

化を支援するとともに、町民の自主的な文化・芸術活動の支援に努める。文化財保護については認

知度を高め、親しみをもってもらうため積極的な広報活動を推進する。 

 

（２）現況と問題点 

本町には、重要文化財をはじめ 38 の指定文化財が存在している。その有形・無形文化財、祭りや

郷土芸能などを、地域活性化等に活用し、過疎地域の持つ新たな魅力へと整備していく必要がある。

地域の特性や個性を後世に伝え、郷土愛や生きがい、誇りを育てていき、今後とも住民が気軽に文

化、芸術を親しめる環境づくりを進めるとともに、活動の支援をするための事業を行う必要がある。 

 

（３）その対策 

文化財については、郷土の誇りである文化財等の適正保護・保存のための整備を行っていくととも

に、文化財・文化芸術の伝承や後継者の育成を行うとともに、文化財の保存と活用のための環境づく

りと施設整備の推進を図りながら魅力発信を行っていく。また、文化団体の育成に努め、芸術、芸能
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等幅広く文化に親しめる機会の増進に努め、文化活動の活性化を促進させる。 

 

（４）公共施設等総合管理計画との整合 

公共施設等の整備については、「下市町公共施設等総合管理計画」Ｖ.施設類型ごとの管理に関

する基本的な方針1.公共施設（2）文化系施設、スポーツレクリエーション系施設に従い行う。 

 

（５）計画 

事業計画（令和8 年度～令和12 年度） 

持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 
事業内容 事業主体 備考 

10．地域文化の

振興等 

(2)過疎地域持続

的発展特別事業 

文化振興事業 下市町 本事業は

一過性の

ものでは

なく、将来

の過疎持

続的発展

に寄与す

る。 

  内容：町展等文化事業の開催、無形文

化財伝承活動等 

 

  

巡る下市観光促進事業 下市町 

【再掲】   

    

 

 

 

11．再生可能エネルギーの利用の推進 

 
（１）再生可能エネルギーの利用の推進の方針 

水や森林、豊富な日射量といった豊かな地域資源を活かした再生可能エネルギーの積極的な導

入を行い、エネルギー自給率の向上を進める。そして、公共施設等へ先導的に再生可能エネルギー

を導入することにより、災害に強い、安心・安全なまちづくりを構築することに努める。 

 

（２）現況と問題点 

本町が有する、広大な森林をはじめとした豊かな自然環境には、水資源・森林資源など自然エネ

ルギー資源が豊富に温存されている。近年、農家の高齢化に伴い耕作放棄地等が多く見られこうし

た資源を利活用した町づくりにより、地域全体としての二酸化炭素排出量や化石燃料の利用量を減ら

すとともに、災害に強く持続可能なエネルギーシステムを構築する必要がある。 

 

（３）その対策 

災害時における拠点整備の一環として、自立分散型エネルギーを推進し、防災拠点・避難場所と

して指定されている各地区集会施設・社会福祉施設・学校などに再生可能エネルギーを積極的に導

入し活用することを検討する。 
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（４）公共施設等総合管理計画との整合 

公共施設等の整備については、「下市町公共施設等総合管理計画」Ｖ.施設類型ごとの管理に関

する基本的な方針1.公共施設（1）学校教育系施設、（2）文化系施設、スポーツレクリエーション系施

設、（3）保健・福祉施設、公営住宅および（5）行政系施設、その他に従い行う。 

 

（５）計画 

事業計画（令和8 年度～令和12 年度） 

持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 
事業内容 事業主体 備考 

11．再生可能エ

ネルギーの利用

の推進 

(1)再生可能エネ

ルギー利用施設 

自立分散型エネルギー事業 下市町   

  内容：災害時に避難施設及び防災拠点

等に、再生可能エネルギー設備を設

置。 

    

          

 

 

 

12．防災・減災対策の推進 

 

（1） 防災・減災対策の推進の方針 

町域並びに住民の生命、身体及び財産を災害から保護するとともに、災害による被害を軽減し、も

って社会秩序の維持及び公共の福祉の確保することを方針とする。 

 

（2） 現況と問題点 

北部を東西に流れる吉野川の流域や、吉野川の支流である秋野川や丹生川などの中小河川の流

域では、台風などの大雨の際は洪水による浸水被害が発生している。 

町域の大半を占める山林は急峻な地形が多いことから、土砂災害の危険性が高く、南海トラフ巨

大地震等の大規模災害発生時には孤立集落の発生も危惧される。 

火災や災害発生時の情報伝達手段であるサイレン設備の老朽化が進んでおり、新たな情報伝達

設備への更新が必要となっている。 

また、自主防災組織の育成等、時代の要請に応える消防防災体制の確立が必要となっている。 

町人口の減少や施設老朽化等に伴い、避難所や防災拠点等の合理化、及び人材・資材のより効

率的な活用が不可欠である。 

 

（3） その対策 

ＣＡＴＶを通じた地域情報や災害時の緊急情報等の取得のため、ＣＡＴＶの利用を促進する。ま

た、火災や災害発生時に住民に確実な情報伝達を行うため、モーターサイレンや屋外スピーカー、

スマートフォンなどの媒体も利用した多重的な情報伝達体制を構築する。 
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地区単位等での自主防災組織の育成・強化を図るため、防災訓練の支援、施設・資機材・防災備

蓄品等の整備支援及び、備蓄倉庫設置支援等を行い、地域の安全を地域で守ることのできる地域

防災力の向上を図る。 

避難所の集約や、避難所代替施設となるトレーラーハウスの導入、広域避難所の新設などを実施

し、避難所及び防災拠点等の合理化を図るとともに、ドローンをはじめとする最先端機材、ＩＴ・ＡＩ技

術を導入して限られた資源を有効に活用する。 

災害時における拠点整備の一環として、自立分散型エネルギーを推進し、防災拠点・避難場所と

して指定されている各地区集会施設・社会福祉施設・学校などに再生可能エネルギーを積極的に導

入し活用することを検討する。 

 

（4） 公共施設等総合管理計画との整合 

公共施設等の整備については、「下市町公共施設等総合管理計画」Ｖ.施設類型ごとの管理に関す

る基本的な方針1.公共施設（2）文化系施設、スポーツレクリエーション系施設、（5）行政系施設、そ

の他に従い行う。 

 

（5） 計画 

事業計画（令和8 年度～令和12 年度） 

持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 
事業内容 事業主体 備考 

12．防災・減災対

策の推進 

防災行政用無線

施設 

防災行政用無線施設整備事業 

【再掲】 

下市町  

再生可能エネル

ギー利用施設 

自立分散型エネルギー事業 

【再掲】 

下市町  

過疎地域持続的

発展特別事業 

地域防災力向上事業 

【再掲】 

 

 

 

 

 

 

下市町 本事業は

一過性の

ものでは

なく、将

来の過疎

持続的発

展に寄与

する。 

 

 

 

13．その他地域の持続的発展に関し必要な事項 
 

（１）その他地域の持続的発展に関する方針 
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企業・民間事業者をはじめ、自治会、ＮＰＯ、地域づくり団体等の民間活力の活用を図り、地方創

生や地域づくりなどに関わる人材の掘り起こしや育成・確保、活躍を推進する。 

地球温暖化対策として、公共施設の整備・更新時には省エネ等を考慮した施設整備に努めるとと

もに、老朽化や使用効率に問題がある施設については、集約化・長寿命化・除却等を検討し有効利

用に努める。 

 

（２）現況と問題点 

 ア．人材・団体 

本町には、「まちづくり」を積極的に行う民間の人材やＮＰＯなどの団体が少なく、地域の自立・活

性化のためのリーダー役となるべき人材の発掘や団体の育成を行う事が重要である。 

 

 イ．地球温暖化対策 

地球環境問題、とりわけ地球温暖化対策は緊急の課題となっており、省エネ施策、温暖化対策施

策などの実施を図り、温室効果ガス排出抑制に取り組む必要がある。 

 

ウ.公共施設等の適正化対策 

本町では、公共施設の多くが高度成長期と呼ばれた時期に整備されたもので、老朽化対策が課

題となっている。長く続く人口減少により使用しなくなった施設もあり、管理面においても充分に行え

なくなりつつある。公共施設等の必要性や安全面での検討及び対策の実施が必要となっている。 

 

（３）その対策 

 ア．人材・団体 

「まちづくり」「地域づくり」に積極的に取り組むグループや地域団体の活動に対しての支援を行っ

ており、今後も継続するとともに、ＮＰＯ等団体の立ち上げにも支援を行い、多様な人材・団体が自由

な発想で活動できる環境整備の充実に努める。 

また、賑わい創出協議会と連携し、企業・民間事業者が「まちづくり」の一翼を担う対策を引き続き

実施する。 

 

 イ．地球温暖化対策 

低炭素型社会の実現に向けて、「地球温暖化対策実行計画」を早期に策定し、公共施設において

積極的に省エネ化を図るとともに、環境教育・住民への啓発・普及拡大に努める。 

 

ウ.公共施設等の適正化対策 

財政面を考慮しつつ現状に即した施設の在り方を検討し、必要とする施設については、長寿命化

を図り機能の集約化を進める。使用しないと判断した施設については計画的な除却、統廃合、民間

活力の活用、売却等、公共施設等総合管理計画と連携し公共施設等の適正化対策を進める。 

 

（４）公共施設等総合管理計画との整合 

公共施設等の整備については、「下市町公共施設等総合管理計画」Ｖ.施設類型ごとの管理に関

する基本的な方針1.公共施設（1）学校教育系施設、（2）文化系施設、スポーツレクリエーション系施
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設、（3）保健・福祉施設、公営住宅、（4）上水道施設、（5）行政系施設、その他および 2.インフラ施設

に従い行う。 

 

（５）計画 

事業計画（令和8 年度～令和12 年度） 

持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 
事業内容 事業主体 備考 

13．その他地域

の持続的発展に

関し必要な事項 

(1)過疎地域持続

的発展特別事業 

地域づくり団体育成助成金 下市町 本事業は

一過性の

ものでは

なく、将来

の過疎持

続的発展

に寄与す

る。 

  内容：町の活性化を目的とする団体へ

の支援 

  

賑わいづくり事業 下市町 

内容：町の賑わい創出に関わる団体等

への支援 

 

地球温暖化対策事業 下市町 

  内容：公共施設における省エネ対策及

び住民への啓発等 

  

公共施設等適正化対策事業 下市町 

  内容：公共施設の長寿命化、集約化や

除却を含めた安全対策等 

  

    

 

 

 

事業計画（令和8 年度～令和12 年度）  過疎地域持続的発展特別事業分 

持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 
事業内容 事業主体 備考 

1．移住・定住・地

域間交流の促

進、人材育成 

  

(4)過疎地域持続

的発展特別事業 

  

賑わい拠点等整備事業 下市町 本事業は

一過性のも

のではな

く、将来の

過疎持続

的発展に

寄与する。 

  

  内容：遊休施設・空き家等を地域の持

続的発展に資する施設に再整備する

ための整備・補助等 

  

地域交流施設等整備事業補助金事業 下市町 

 内容：町内で住民等が利用できる、宿

泊・飲食・物販・加工等の整備支援等

による地域交流の推進 

 

住環境充実支援事業 下市町 

  内容：家屋新築支援、空き家等のリフ

ォーム・改修解体・家財処分・登録促

進等の支援、空き家等の地域交流施
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設等への再整備支援、集合住宅整備

支援及び若者世帯移住支援等 

移住支援金事業 下市町 

  内容：東京圏からの移住の推進 

 

  

空き家バンク運営事業 下市町 

  内容：空き家バンク運営委託、空き家

調査、ローカルルール調査等 

  

地域交流促進事業 下市町 

  内容：地域交流につながるイベント支

援、プロモーション支援、関係人口の

創出・拡大を目指した学生等の受け入

れ等 

  

人材育成促進事業 下市町 

  内容：大学等との連携、先駆者招聘、

現地研修支援等 

  

2．産業の振興 

  

(10)過疎地域持

続的発展特別事

業 

  

鳥獣対策事業 下市町 本事業は

一過性のも

のではな

く、将来の

過疎持続

的発展に

寄与する。 

 

  内容：狩猟者確保育成、侵入防止柵・

緩衝帯の設置、駆除等 

  

商工業振興事業 下市町 

  内容：イルミネーション、ＰＲ事業、販路

拡大、後継者育成 等 

  

賑わい拠点等整備事業・地域交流拠点等

整備事業 

下市町 

  内容：遊休施設の活用方策募集、遊休

施設・空き家等を観光推進、企業誘致

等に資する施設に再整備するための

整備・補助等 

  

巡る下市観光促進事業 下市町 

  内容：ＰＲの推進・案内サイン・パンフ

レットの作成、ホームページ充実、施

設整備、観光交流コンテンツの造成・

販売、ボランティアガイドの活動支援

等 

  

地域産品６次産業化推進事業 下市町 

  内容：集荷システムの構築、直売所活

性化、学校給食への地場農産物利用

促進、加工施設の開設・支援 

  

町産材生産促進事業 下市町 
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  内容：間伐の促進、作業道搬出条件の

改善等 

  

地域しごと支援事業 下市町 

  内容：新規就農者総合支援事業・起業

等支援推進事業 

  

３．地域における

情報化 

  

(2)過疎地域持続

的発展特別事業 

地域情報伝達システム整備事業 下市町 本事業は

一過性のも

のではな

く、将来の

過疎持続

的発展に

寄与する。 

  内容：地区放送設備の更新及び改修

等 

  

  ＩＣＴ環境整備事業 下市町 

    内容：地域交流施設等へのｗｉｆｉ整備、

Ｗｅｂ会議環境整備等、高齢者等がＩＣ

Ｔ環境に参画するための支援、ＳＮＳ

登録支援等、セキュリティ等強靭化、

オンライン申請普及整備、業務プロセ

ス等の標準化等 

  

  ＣＡＴＶ放送施設機器等整備事業 下市町 
 

  
 

    内容：ＣＡＴＶに係る放送施設機器等

の更新及び民間事業者との事業連携 

    

4．交通施設の整

備、交通手段の

確保 

  

(9)過疎地域持続

的発展特別事業 

  

  

  

  

  

  

  

生活交通路線維持費補助金 下市町 本事業は

一過性のも

のではな

く、将来の

過疎持続

的発展に

寄与する。 

  

  内容：バス事業者に対する運行経費補

助 

  

公共交通利便性向上事業 下市町 

  内容：公共交通のあり方検討、随時見

直し等 

  

道路整備事業 下市町 

  内容：道路改修、地元施工に対する補

助等 

    

橋梁等長寿命化事業 下市町 

  内容：橋梁・トンネル・歩道橋等の点

検・維持・補修・撤去・計画策定等 

    

地域間交流促進事業 下市町 

  内容：交流イベント開催にかかる支援 

 

    

過疎地域等持続的発展支援交付金事業 下市町 

  内容：アンケート調査、公共交通検討

委員会、外出支援事業等 

    

5．生活環境の整

備 

  

(7)過疎地域持続

的発展特別事業 

  

下水道事業 下市町 本事業は

一過性のも

のではな

く、将来の

 内容：管渠点検調査維持補修等 

 

 

ごみ減量化促進事業 下市町 
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  内容：ごみの分別啓発及び取り組み推

進、生ゴミ処理機購入費補助等 

  過疎持続

的発展に

寄与する。 公営住宅整備 下市町 

  内容：公営住宅改修整備等 

 

  

地域防災力向上事業 下市町 

  内容：自治会等が行う防災関連施設・

資機材・その他備品等の整備に対す

る補助等 

  

買い物支援事業 下市町 

  内容：宅配支援等（外出支援事業等含

む） 

  

既存住宅改修補助金 下市町 

  内容：リフォーム等工事費の一部助成 

 

  

6．子育て環境確

保、高齢者等の

保健及び福祉の

向上及び増進 

  

(8)過疎地域持続

的発展特別事業 

  

外出支援事業 下市町 本事業は

一過性のも

のではな

く、将来の

過疎持続

的発展に

寄与する。 

 

  内容：高齢者・障害者・妊婦等に対しタ

クシー券の交付補助 

  

地域安心ネットワーク事業 下市町 

  内容：ご近所ネットワーク構築助成及

び整備、緊急通報システム事業、緊急

短期宿泊事業等 

  

子育て環境充実事業 下市町 

  内容：多世代交流事業、病後児保育事

業、一時預かり事業、こども家庭センタ

ー事業等 

  

妊婦健診推進事業 下市町 

  内容：妊婦一般健康診査に対する補

助 

  

放課後児童クラブ事業 下市町 

 内容：昼間保護者のいない留守家庭

の児童に対して、適切な遊びや生活

の場を提供する 

 

7．医療の確保 

  

(3)過疎地域持続

的発展特別事業 

救急体制整備事業 下市町 本事業は

一過性のも

のではな

く、将来の

過疎持続

的発展に

寄与する。 

  内容：小児夜間、産婦人科一次救急体

制負担金 

  

南和広域医療企業団運営費負担金事業 南和広域

医療企業

団 

  内容：南和広域医療企業団に対する

負担金 
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8．教育の振興 

  

(4)過疎地域持続

的発展特別事業 

  

教育環境充実事業 下市町 本事業は

一過性のも

のではな

く、将来の

過疎持続

的発展に

寄与する。 

 

  内容：教育関連設備の改修、ＩＣＴ教育

等整備事業、通学通園支援事業、語

学教育支援事業、支援員等配置事

業、準要保護児童生徒対策事業、学

校づくり推進事業、図書館情報力向上

事業、学校給食支援事業 

  

地域拠点等整備事業補助金事業 下市町 

  内容：地区集会施設・公民館の整備等

の補助 

  

社会教育施設充実事業 下市町 

  内容：観光文化センター、図書館、交

流センターの利用環境等整備 

  

健康・体力づくり促進事業 下市町 

  内容：中央公園等体育施設環境整備、

高齢者健康づくり、軽スポーツ普及促

進等 

  

青少年育成事業 下市町 

 内容：２０歳を祝う会等のイベント等の

実施 

 

生涯学習推進事業 下市町 

 内容：読書の推奨や文化財保護・文化

公演等に関する事業 

 

国民スポーツ大会推進事業 下市町 

 内容：２０３１年国民スポーツ大会開催

に向けての関連整備 

 

9．集落の整備 

  

(2)過疎地域持続

的発展特別事業 

定住推進事業(空き家活用事業） 

  内容：空き家バンク運営事業、推進事業

補助（家財処分、改修、起業等）、移住

体験施設等の整備・支援等 

下市町 本事業は

一過性のも

のではな

く、将来の

過疎持続

的発展に

寄与する。 

集落活性化事業 下市町 

  内容：集落が行う地域づくり活動に対

する支援、大学等との連携推進等 

  

  下市町定住推進事業 下市町 

    内容：関係人口の創出・拡大、ＵＩＪター

ンの推進、二地域居住等 

  

10．地域文化の

振興等 

  

(2)過疎地域持続

的発展特別事業 

  

文化振興事業 下市町 本事業は

一過性のも

のではな

く、将来の

  内容：町展等文化事業の開催、無形文

化財伝承活動等 
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巡る下市観光促進事業 下市町 過疎持続

的発 

展に寄与 

する。 

【再掲】   

12．防災・減災対

策の推進 

過疎地域持続的

発展特別事業 

地域防災力向上事業 

【再掲】 

下市町 本事業は

一過性のも

のではな

く、将来の

過疎持続

的発 

展に寄与 

する。 

13．その他地域

の持続的発展に

関し必要な事項 

  

(1)過疎地域持続

的発展特別事業 

  

地域づくり団体育成助成金 下市町 本事業は

一過性のも

のではな

く、将 

来の過疎

持続的発

展に寄与

する。 

  

  内容：町の活性化を目的とする団体へ

の支援 

  

賑わいづくり事業 下市町 

 

 

 内容：町の賑わい創出に関わる団体

等への支援 

地球温暖化対策事業 下市町 

  内容：公共施設における省エネ対策

及び住民への啓発等 

  

公共施設等適正化対策事業 下市町 

  内容：公共施設の長寿命化、集約化や

除却を含めた安全対策等 

  

          

 


